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はじめに 

 

東アジア地域において我が国との経済連携協定（EPA）、包括的経済連携協定
（CEP）が一定程度締結されて以来、政府及び関係機関は、ここ数年、締結した
EPA・CEP をいかに企業に利用してもらうかという観点から、セミナー等を通じて
それらの概念・メリットの説明をおこなう一方で、EPA・CEP に係る情報を整理し、
さらに、原産地証明のための作業繁雑さの軽減につとめることにより EPA・CEP の
普及・利用促進に注力してきた。これにより、我が国の相当数の企業は EPA・CEP
を活用するようになってきたが、全ての企業が充分に活用している状況にまでは至

っていない。 

さらなる EPA・CEP の利用を促進するためには、我が国企業が、より戦略的に
EPA・CEP の普及・利用促進を図る上で、EPA 利用を検討しているがまだ使えてい
ない業種を想定した EPA 業種別説明会を定期的に開催することが重要であると思わ
れる。本報告書は、企業の実際の EPA 活用に結びつけるために、かかる説明会の質
を高めるための基礎資料を提供することを目的としている。 

 本報告書が、我が国企業のさらなる EPA・CEP 活用に資することとなれば幸甚で
ある。 

 

日本機械輸出組合 
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第 I 章 EPA 利用の潜在的ニーズの分析 

本章では、我が国企業のさらなる EPA・AJCEP 利用を促進する目的をもって、今
後、特定の業種（機械・自動車及びその部品、化学、繊維など）に特化した説明会

を開催する際の一助とするため、どの産業に EPA・AJCEP 利用の潜在的ニーズがあ
るのかを分析する。 

 

A. 日本側のデータの不存在 

まず、我が国の利用実態データを検討した。次の表は、経済産業省原産地証明室

がまとめた、原産地証明書の発給状況である。 

図表1 我が国の原産地証明書の発給状況1 
件数 

 

 

この表から、日タイ EPA、次いで日インドネシア EPAの利用が拡大していること
が窺える。しかし、我が国側で有するデータは、原産地証明書の発給件数であり、

金額ベースの数字は集められていない。したがって、これらデータからでは、我が

国の EPA・AJCEP利用状況は明確とならない。 

 

                                                 
1  平成 22年 12月 16日原産地証明制度改革検討会（第９回）参考資料２ 経済産業省貿易経済協力局貿易管理
部原産地証明室作成。平成 22年 11月分は速報値。
http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004619/009_s02_00.pdf  
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B. ASEAN各国の輸出入データ 

1. ASEAN側データの概要 

我が国側の金額ベースでの EPA・AJCEP 利用状況データがないところから、
ASEAN主要国であるベトナム、タイ、インドネシア、マレーシアにおいて、我が国
との EPA・AJCEP 利用データの有無、またその内容について調査した。しかし、調
査の結果、いずれの国においても、本報告書の目的とする、業種別の EPA・AJCEP
利用状況を示すデータを公表しておらず、また、関係省庁内おいても、当該データ

を保持していることは明らかとならなかった。 

しかし、A 国について、我が国からの EPA・AJCEP を利用した輸入データが存在
した。したがって、本節では、同データを分析して、EPA・AJCEP の業種別利用状
況を検討する。 

2010年における我が国からの A国輸入のうち、関税分類 2桁（類）のレベルで上
位 20 分類がほとんど全てを占めている2。また、我が国からの A 国輸入額全体に対
する EPA・AJCEP の利用額は約１割であった3。これを類別にみてゆくと、かかる

上位 20品目のうち、当該平均利用率の半分にも満たない類は、次の９つの類であっ
た。 

図表2 2010年 A国 EPA・AJCEP利用率の低い業種 

分類 品目 

71 真珠、貴石、半貴石、貴金属等 

74 銅及びその製品 

39 プラスチック及びその製品 

73 鉄鋼製品 

85 電気機器及びその部分品等 

28 無機化学品等 

32 染料、顔料その他の着色料等 

84 ボイラー及び機械類等 

70 ガラス及びその製品 

 

 

                                                 
2  それらは、輸入額順に 85, 84, 72, 87, 39, 73, 90, 74, 29, 40, 71, 38, 82, 76, 32, 48, 28, 70, 34, 27類である。 

3  日本貿易振興機構の調査では、我が国から EPA・AJCEPを締結している国へ輸出している 580社のうち
31.4%が EPA・AJCEPを利用していると回答している。「平成 22 年度日本企業の海外事業展開に関するアンケ
ート調査」日本貿易振興機構 2011年 3月、36頁、図表Ⅲ-2 日本の発効済み FTA の優遇税率の利用状況（全
体）参照。この数字は主要な輸出企業から回答を得たものであり、全輸出企業についてではないこと、また、本

調査報告書に後述する個別企業調査にも示されている通り、EPA・AJCEPを利用していると回答した企業におい
ても全ての輸出取引について EPA・AJCEPを利用しているものではないところからすると、本報告書における
分析の基礎としたデータは十分に信頼できるものと思われる。なお、日本貿易振興機構の調査報告書は、次の

URLから入手できる。http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07000553/jpn_h22_nihonkigyo_kaigai.pdf  
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2. 個別業種の分析 

本節では、図表 2「A 国 EPA・AJCEP 利用率の低い業種」に掲げた各業種につい
て、EPA・AJCEP の利用を阻害する要因となる、MFN 税率との関係について検討す
る。 

a) 真珠、貴石、半貴石、貴金属等 

第 71 類の貴金属類は、2010 年の我が国から A 国ヘの輸出額の一定額を占めてい
るが、EPA・AJCEPはほとんど利用されていない。 

かかる低利用率の最大の要因は MFN 輸入関税にあると思われる。我が国から輸
出の第 71類の大部分を占める第 7108項の金、第 7110項の白金、第 7106項の銀の
いずれも、既に A 国の MFN 輸入関税は 0%となっているのである。これらで第 71
類の我が国からの輸出のほとんど全てを占めている。したがって、これらについて

EPA・AJCEPの利用がないことは当然である。 

第 71類の貴金属類の A国輸入額の一定量は、第 7113項の宝飾類が占めていた。
同項のうち、第 7113.19 号の輸入が同項のほとんど全てを占めていたが、A 国は、
その一部についてMFN税率を無税としていた。 

以上の点から、第 71 類については、その殆どが MFN 税率 0%となっており、
EPA・AJCEP を利用する必要がないことから、利用率が極めて低いものであること
は明確である。 

 

b) 銅及びその製品 

第 74 類の同製品は、我が国から A 国へ一定額の輸入がなされているが、同類の
輸入額の EPA・AJCEP利用率は極めて僅かに止まっている。 

同類のうち、半数近くの輸入は第 7403 項の精製銅が、次いで第 7409 項の銅板等
が占めていた。これらに、第 7410項、第 7407項第 7419項の輸入を加えると、それ
ら上位 5項目で全体のほとんど全てを占めていた。 

このうち、第 7403 項の精製銅は、銅陰極（第 7403.11 号）について MFN 税率が
1%であることを除き、既に無税である。他方、EPAは 2012年から、AJCEPは 2013
年から 0%となる。我が国からの A国の第 7403項の輸入のうち大部分が、この銅陰
極で占められているが、EPA・AJCEPを利用する価値が生ずるのは 2012年以降であ
る。また、それによる税率削減は 1%に過ぎない。 

第 7409項の銅板等の我が国から A国ヘの輸入のうち約 3割を占めるブロンズ、ニ
ッケル銅・シルバー（第 7409. 31-.90号）の MFN税率は既に無税である。その一方、
大部分を占める精錬銅、ブラス（第 7409. 11-.29 号）の MFN 税率は 5%となってい
るところ、EPA では 2010 年には品目により既に 0%または 1.67%に、AJCEP では
0%または 2.5%に引き下げられている。しかし、その利用率は精錬銅、ブラス全輸
入の一定額に止まっている。 
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第 7410 項は銅箔であるが、銅合金（第 7410.12 号）を除いては、既に MFN 税率
が無税となっている。銅合金の MFN税率は 7%であるが、EPA・AJCEP税率では、
共に 0%となっている。しかし、EPA・AJCEPの利用率は僅かに過ぎない。 

第 7407 項は銅の棒及び形材で、そのうち第 7407.10-19 号の精製銅のものが、
MFN税率が 5%、銅合金については MFN税率は 0％である。その一方で、EPAでは
第 7407 項の全品目について無税に、AJCEP でも第 7407.10 号について 2010 年では
2.5%とされ、その他の品目は無税となっている。したがって、第 7407.10-19 号につ
いては EPA を利用することが考えられるが、我が国からの第 7407 項の輸入量の輸
入の相当量を占めている第 7407.10-19 号の輸入について、EPA、AJCEP のいずれも
用いられていない。 

第 7419項のその他の銅製品では、鎖以外のもので鋳造、型打ち又は鍛造をしたも
の（第 7419.91 号）、また機械用（第 7419.99 号の一部）については MFN 税率は
0％であるが、その他は 10%である。一方、EPA、AJCEP では、全ての製品につい
て無税となっている。このうち、MFN税率が 10%である第 7419.10号については、
その大部分が EPA を利用している。また、MFN 税率無税と 10%が混在する第
7419.99号についての相当部分は EPAを利用している。 

これらから、MFN 税率と EPA・AJCEP 税率の差が相当程度あるにも拘わらず、
銅板、シート、ストリップのうち、精錬銅、ブラス（第 7409.11 号乃至第 7409.29
号）、銅箔のうち銅合金であるもの、（第 7410.12 号）、また、銅の棒及び形材の
うち精製銅のもの（第 7407.10-19 号）については、EPA・AJCEP の利用率が極めて
低いことが分かる。精錬銅、ブラスについての原産地基準は、EPA、AJCEP ともに
40%の付加価値率または関税分類 4 桁の変更である。輸出者の生産工程によっては、
例えば銅板のストリップであれば、銅板シートを細切りしただけであるために原産

地基準を満たせないということも考えられるが、他方で、多くの FTA 利用者から指
摘されているように、MFN 税率との差額が小さすぎること、または原材料の供給メ
ーカーの協力が得られないことが原因とも考えられる。 

本年以降、精錬銅、ブラスについては更に EPA・AJCEP 税率が引き下げられると
ころから、利用促進が検討されてよいと思われる。 

 

c) プラスチック及びその製品 

第 39 類であるプラスチック及びその製品の種類は多岐に亘るが、その HS4 桁の
次の上位 10品目に、我が国からの輸入の大部分が含まれている。それらに対応する、
MFN税率、EPA税率、AJCEP税率は次の通りである。 

図表3 2010年 A国のプラスチック製品関税率 

HS 項 MFN EPA AJCEP 

3926 10% 19.09% 10.9%

3907 5% 12.73% 6.4%

3923 0%-10% 3.18%-19.09% 9.5%
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HS 項 MFN EPA AJCEP 

3919 0%-5% 19.09% 8.2%

3902 0%-5% 12.73% 3.2%-5.6%

3920 0%-5% 3.18%-19.09% 3.6%-8.2%

3903 5% 12.73% 6.4%

3921 0%-5% 3.18%-19.09% 3.6%-8.2%

3909 5% 3.18%-12.73% 3.6%-6.4% 

3901 0%-5% 12.73% 6.4%

 

これらのうち、2010年の時点で EPAまたは AJCEPの税率が MFN税率を下回って
いる品目は、HS6 桁レベルで僅か 12 品目で、それらの輸入額は上位 10 項目の輸入
額の僅かに過ぎなかった。その他は、MFN 税率が EPA・AJCEP 税率を下回ってい
る。したがって、この事実のみをもってしても、プラスチック製品全体について

EPA・AJCEPの利用率が低いことは当然の結果であると言える。 

しかし、EPA・AJCEP 税率が MFN 税率を下回っている品目についても、利用率
が高いとはいえない。 

プラスチック製の運搬用又は包装用の製品の項である第 3923項の輸入額うち、第
3923.40 号のスプール、コップ、ボビン等の輸入額は一定額を占めていた。この品目
には MFN税率 5%が課されている一方で、EPA税率が 3.18%まで引き下げられてい
た。しかし、その利用率は極めて僅かに過ぎなかった。 

プロピレン等が含まれる第 3902 項では、その項の総輸入額の一定額を占める第
3902.20項のポリイソブチレンのみについて、AJCEP税率が MFN税率を下回ってい
た。しかし、AJCEPを利用した輸入は、ポリイソブチレン輸入の 3割に満たない。 

第 3920項のプラスチック製シート等は、同項の輸入額の一定額を占める 6項目に
ついて、EPA税率が MFN税率を下回っていた（EPA税率が MFN税率を下回ってい
る品目数は 8 あるものの、実際に輸入実績のあった品目は 6 であった）。しかしそ
れらのうち、EPA が使用されていたのは 2 品目で、当該 2 品目の輸入の大部分また
は相当部分が EPAを利用していた。これは、他と比較すると極めて高いといえる。 

多泡性のプラスチック製シート等の第 3921項では、第 3921.14号の再生セルロー
ス製のみについて、MFN 税率 5%に対して、EPA 税率が 3.18%まで引き下げられて
いた。しかし、EPA・AJCEPを利用した輸入はごく僅かであった。 

第 3909項のアミノ樹脂、フェノール樹脂及びポリウレタンでは、その他のアミノ
樹脂（3909.30 号）及びフェノール樹脂（3909.40 号）の EPA・AJCEP 税率が MFN
税率を下回っていた。しかし、EPA・AJCEP の利用率はそれら２つの号の輸入額の
3割に満たなかった。なお 2つの号の輸入額は第 3909項全体の相当部分を占めてい
た。 

プラスチック製品については、今後 6 年をかけて関税撤廃されてゆく一方で、
EPA・AJCEP 締結後の MFN 税率の引き下げ幅が大きいため、EPA・AJCEP を利用
できる品目が限定されている。そうであるにしても、EPA・AJCEP を利用できる項
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目についての利用率は一部を除いて決して高いとはいえない。プラスチック製品全

体としては EPA・AJCEP の利用価値が低いだけに、MFN 税率との比較から EPA・
AJCEP を利用する価値のある品目について、業界等に明示することを考慮してよい
のではないかと思われる。 

 

d) 鉄鋼製品 

第 73類の鉄鋼製品における EPA・AJCEPの利用は、ほぼ第 7304項の鋼管に集中
している。第 73 類全体の輸入額に対する EPA・AJCEP を利用した輸入は僅かに過

ぎないが、第 7304項では、その輸入額の多くに EPA・AJCEPが利用されている。 

図表4 2010年 A国輸入 HS7304項MFN税率 

HS の号 MFN 税率 

730411 1%

730419 1%

730424 5%

730429 5%

730431 0%

730439 5%

730441 0%

730449 0%

730451 5%

730459 5%

730490 0%

第 7304 項の鋼管では、第 7304.31 号、第 7304.51 号の輸入の大部分が EPA・
AJCEP を利用しているなど、積極的に利用されていると言える。かかる利用率の高
さから鑑みると、他の号の EPA・AJCEPの利用率が低い（EPA、AJCEP共に、税率
は 0%となっている）が、これは他に何らかの理由があると推測される。 

次に、第 73類のその他の項の主要品目について、MFN税率が EPA・AJCEP税率
を下回っているかを確認する。 

第 73類の次の上位 6項で、同類輸入のほとんど全てを占めている。 

図表5 2010年 A国輸入 第 73類上位 6項 

HS の項 

7326 

7318 

7304 

7306 

7320 

7307 
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これらの品目の MFN税率、EPA・AJCEP税率のうち、第 7304項については既に
上述したところであるが、その他の 4 項について、HS の号別の MFN 税率、EPA・
AJCEP税率は次の通りである。 

図表6 2010年 A国輸入 第 73類 EPA・AJCEP税率とMFN税率 

HS の号 
MFN 

税率 

EPA 

税率 

AJCEP 

税率 

730511 5.00% 7.00% 9.00%

730630 5.00% 7.00% 9.00%

730690 5.00% 7.00% 9.00%

730799 10.00% 15.00% 10.00%

731210 5.00% 15.00% 10.00%

731815 10.00% 15.00% 10.00%

731816 10.00% 15.00% 10.00%

731822 10.00% 15.00% 10.00%

731823 10.00% 15.00% 10.00%

731824 10.00% 15.00% 10.00%

731829 10.00% 15.00% 10.00%

732090 10.00% 15.00% 10.00%

732690 10.00% 15.00% 10.00%

 

この表が示す通り、MFN税率は EPA・AJCEP税率よりも低いか同等である。EPA
税率、AJCEP 税率ともに、対 A 国では 2017 年 3 月末まで上の表の関税率が継続し、
その翌月からようやく 0%となる。したがって、今後、MFN 税率が引き上げられな
い限り、2017年 3月末までは EPA・AJCEPを利用する価値はない。 

このように、鉄鋼製品について現実に利用価値があるのは第 7304項にほぼ限定さ
れていると言ってよい。その点からすれば鉄鋼製品は EPA・AJCEP を有効に活用し
ていると言える。しかし、第 7304 項の原産地基準は HS4 桁の関税分類変更基準で
あるから、鋼板から鋼管を製造することにより、これを満たすことができると思わ

れるが、なぜ、EPA・AJCEP の利用率がもっと高率ではないのかについては、鉄鋼
業界と協議すべきである。 

 

e) 電気機器及びその部分品等 

A国の第 85類の我が国からの輸入は、HSの号のうち EPA・AJCEPを利用してい
る輸入があるのは 3分の 1程度の品目である。それらの第 85類全体に対する EPA・
AJCEP利用率は僅かに過ぎない。 

次の表は、第 85類の号のうち、同類の輸入額の一定額以上を占める品目と、その
MFN税率、EPA・AJCEP税率を示したものである。 
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図表7 第 85類 2010年関税率 

HS の号 MFN 税率 EPA 税率 
AJCEP 

税率 

854290 0.0% 0.00% 0.0%

854231 0%-10% 0.00% 0%-2.5%

852990 0%-10% 0.00% 0%-2.5%

854239 0%-10% 0.00% 0%-2.5%

853690 1%-10% 0.00% 2.5%

854370 0%-10% 0%-5% 2.5%-5%

853710 10.0% 15.00% 10.00%

853400 0.0% 0.00% 0.0%

853890 1%-10% 3.33% 5.00%

854110 0.0% 0.0% 0.0%

853650 1%-10% 3.33% 5.0%

852580 3.0% 0.00% 0.8%

851190 1%-10% 5.00% 5.0%

852329 0%-30% 0%-16.67% 0%-20%

854140 0.0% 0.0% 0.0%

850511 1.0% 0.00% 0.0%

853229 0.0% 0.00% 0.0%

 

これまでの聞き取り調査では、その理由として、第 85類には WTOの IT協定製品
として 0％関税となっている品目が多く、タイ、マレーシア、インドネシア、シン
ガポール、ベトナムは IT 協定の参加国であるところから、そもそも FTA を利用す
る必要がないとの意見が多かったが、上の表は、かかる意見の正当性を裏付けてい

る。上の表からも、MFN 税率が EPA・AJCEP 税率と同等または低い品目が多いこ
とが見て取れるのである。さらに、EPA・AJCEP 税率の方が MFN 税率よりも低い
場合であっても、その差が小さいため、輸出企業として、EPA・AJCEP を利用する
ための費用を考慮して利用しないこととしている選択も充分に考えられる。 

また、EPA・AJCEP の利用率の高い品目をみると、電気機器の輸出者は、利用す
る価値のあるものについては充分に EPA・AJCEP を利用していることが見て取れる。
次の表は、各号の輸入額の相当部分について EPA・AJCEP が利用されている品目の
MFN税率、EPA・AJCEP税率を示したものである。 

図表8 第 85類 2010年 A国輸入 EPA・AJCEP利用率上位品目の税率 

HS の号 MFN 税率 EPA 税率
AJCEP 

税率 

850520 1.0% 0.00% 0.0%

850590 1.0% 0.00% 0.0%

851110 10.0% 5.00% 5.0%

851633 20.0% 6.67% 10.0%

851650 30.0% 0.00% 5.0%

852872 20.0% 0.00% 5.0%
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HS の号 MFN 税率 EPA 税率
AJCEP 

税率 

854511 1.0% 0.00% 0.0%

854519 10.0% 0.00% 0.0%

854590 10.0% 0.00% 2.5%

854620 1%-10% 0.00% 2.5%

 

これらの特徴として、第 8505項の電磁石等以外は、MFN税率と EPA・AJCEP税
率の差が大きいことが指摘できよう。第 8545.11 号の丸形炭素電極についてもかか
る差は 1%しかないが、第 8545.19号のその他の炭素電極の税率差が大きいところか
ら、第 8545.19 号の利用が第 8545.11 号の EPA・AJCEP 利用を促進していると考え
られる。 

以上の点から、EPA・AJCEP 利用率は輸入額で僅かに過ぎないとはいえ、これは

EPA・AJCEP 利用により得られるメリットを考慮した上での選択がなされていると
も考えられ、EPA・AJCEP利用が低調であると結論することはできない。 

 

f) 無機化学品等 

 第 28類である無機化学品について、EPA・AJCEP利用率は僅かに止まっている。

しかし、この理由も、殆どの無機化学品の MFN 税率が既に無税に引き下げられて
いることに原因があると思われる。次の表は、第 28類の号のうち、輸入額で同類の
総輸入額一定額を占めるものについての、MFN税率、EPA税率、AJCEP税率を示し
たものである。 

図表9 第 28類 2010年 A国関税率 

HS の号 MFN 税率 EPA 税率 AJCEP 税率 

280300 0.0% 0.0% 0.0% 

280700 5.0% 0.0% 0.0% 

281122 0.0% 0.0% 0.0% 

281700 5.0% 0.0% 0.0% 

281820 0.0% 0.0% 0.0% 

281830 0.0% 0.0% 0.0% 

282010 0.0% 0.0% 0.0% 

282300 0.0% 0.0% 0.0% 

282580 0.0% 0.0% 0.0% 

282590 0.0% 0.0% 0.0% 

282739 0%-5% 0.0% 0.0% 

283324 0.0% 0.0% 0.0% 

283327 0.0% 0.0% 0.0% 

283650 5.0% 0.0% 0.0% 

283699 0.0% 0.0% 0.0% 

284290 0.0% 0.0% 0.0% 

284330 0.0% 0.0% 0.0% 
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HS の号 MFN 税率 EPA 税率 AJCEP 税率 

284610 0.0% 0.0% 0.0% 

284690 0.0% 0.0% 0.0% 

 

 この表から分かる通り、殆ど全ての号で MFN 税率が 0%となっている。第
2807.00号の硫酸及び第 2836.50号の炭酸カルシウムについての MFN税率は 5％とな
っているが、それらの EPA・AJCEP利用率は、極めて高い。 

 以上の点から、無機化学品について EPA・AJCEP を利用できる品目については十
分に利用されているといえ、全体として利用率が低い原因は、MFN 税率が 0%とな
っていることにあると言える。 

 

g) 染料、顔料その他の着色料等 

第 32類の染料、顔料等について A国への輸入に対して一定額の EPA・AJCEP利
用が認められた。次の表は、これらのうち、第 32類輸入額の一定額を占める号につ
いて、それらの 2010年における MFN税率、EPA税率、AJCEP税率を示したもので
ある。 

図表10 第 32類 2010年 A国関税率 

HS の号 MFN 税率 EPA 税率 AJCEP 税率

320411 5% 0.00% 0.0%

320417 0% 1.67% 2.5%

320611 0% 0.00% 0.0%

320619 5% 0.00% 0.0%

320649 0% 1.67% 2.5%

320650 0% 0.00% 0.0%

320710 5% 1.67% 2.5%

320810 10% 6.36% 7.3%

320820 10% 6.36% 7.3%

320890 10% 6.36% 7.3%

320990 10% 6.36% 7.3%

321000 10% 3.33% 5.0%

321290 0% 1.67% 2.5%

321410 10% 6.36% 7.3%

321490 10% 6.36% 7.3%

321511 0% 0.00% 0.0%

321519 0% 1.67% 2.5%

321590 0% 0.00% 0.0%
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 上の表に示した号のうち EPA・AJCEP を利用することができるものの輸入額合計
は上の表に示した号の輸入額の合計の過半数を占める。しかし、それら輸入におい

て実際に EPA・AJCEPが利用されていたのは一部に止まっている。 

 この原因として、第 32類の輸出企業 2社の聞き取り調査では、EPA・AJCEPの利
用を阻害している要因として、次の点が指摘されている4。 

・ MFN税率が FTA税率よりも低い品目がある。また、いまだに削減率が僅か

な品目がある。 

・ 商工会議所の証明書発給手続が煩雑である。 

・ 原材料・製品供給メーカーの協力が得られない。さらなる利用促進には、

FTA利用の啓蒙、教育が必要である。 

 特に、MFN 税率と EPA・AJCEP 税率との差が僅かであることから利用できない

という点は、両社から指摘されていた。確かに、上述の品目で現在でも関税率が残

っている品目では、2010年 3月までは、その差が 3%未満であった。2011年 4月か
らはその差が 5%近くまで広がるところから、今後、更なる利用拡大が期待できる。
これは、裏返せば、かかる機会があることを生産・輸出者が認識していることを確

保することが必要であるともいえる。 

 さらに、FTA の利用を阻害している別の要因として、材料供給メーカーの協力を
得ることが難しいことが 1 社から指摘されている。他の 1 社は、そもそも材料供給
メーカーの協力を求めることはせずに、FTA を利用しないという選択をしていた。
この点は、後述する通り、他の生産者からも指摘されているところであり、対策が

必要であると思われる。 

 

h) ボイラー及び機械類等 

 第 84類の機械製品についての A国輸入に対して一定額の EPA・AJCEP利用が認
められた。まず、それらが MFN 税率と EPA・AJCEP 税率との関係を確認するため、
第 84類の総輸入額の一定額を占める号の関税率について、次の表にまとめた。 

図表11 第 84類 2010年 A国関税率 

HS の号 MFN 税率 EPA 税率 
AJCEP 

税率 

840734 0%-10% 15%-20% 除外

840820 10% 15%-20% 除外

840890 1%-10% 0.00% 2.5%

840991 1%-10% 15.00% 除外

840999 1%-10% 15.00% 除外

841330 1%-10% 15.00% 10.0%

                                                 
4  当該聞き取り調査の概要を第 II章関係資料として添付したので参照していただきたい。 
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HS の号 MFN 税率 EPA 税率 
AJCEP 

税率 

841480 1%-10% 5.00% 5.0%

841490 1%-10% 5.00% 5.0%

842720 5% 0.00% 1.3%

842952 5% 1.67% 2.5%

843149 5% 0.00% 1.3%

844399 0%-10% 0.00% 0%-2.5%

845710 0% 0.00% 0.0%

845819 1% 0.00% 0.3%

846210 5% 1.67% 2.5%

847330 0% 0.00% 0.0%

847710 5% 1.67% 2.5%

847989 1% 0.00% 0.0%

848071 5% 1.67% 2.5%

848180 3%-10% 5.00% 5.0%

848210 1% 0.00% 0.0%

848299 1% 0.33% 0.5%

848310 1% 1.00% 1.0%

848390 1%-10% 3.33% 5.0%

 

 この表中にハイライトした号は、MFN 税率と EPA・AJCEP 税率の関係から、
EPA・AJCEPを利用されてよいと思われるものである。それらの EPA・AJCEP利用
も一定額に止まっていた。 

 この比較からは、EPA・AJCEP 利用率の低迷の原因が必ずしも MFN 税率との差
にあるものではないことが見て取れる。例えば、相当部分の輸入について EPA・
AJCEP が利用されている第 8427.20 号の自走式フォークリフトトラックでは、その
差は 5%である。第 8482.10号の玉軸受の相当部分についても EPA・AJCEPが利用さ
れていたが、そのMFN関税率との差は 1%しかない。 

 第 8408.90 号の船舶・自動車以外のエンジンについては、一部用途向け以外は
MFN 税率と EPA・AJCEP 税率の差は 10%あるにもかかわらず、EPA・AJCEP はあ
まり利用されていない。この号の原産地基準は HS4 桁の関税番号変更または付加価
値率 40%である。即ち、当該エンジンの部品（第 8409項）を組み立てて完成エンジ
ンとすることにより、EPA・AJCEP を利用することが可能となる。よって、原産地
基準が阻害要因であるとは考えにくい。今回の聞き取り調査からは、現在、FTA の
利用方法を研究中であるとしているメーカーが見られたところから、一部企業では

単に FTA を活用する段階に至っていない可能性がある。しかし、他方で、最終製品
が A 国から輸出される場合には、輸入関税が免除または還付されるため、EPA・
AJCEPを利用する必要がないことも指摘されている点は注意を要する。 

 第 8414.90号（ポンプ・ファンの部分品）、第 8443.99号（プリンターの部分品）、
8483.90 号（動力の伝導装置の構成部品・部分品）などは、輸出者自身は生産者では
ない場合が考えられる。その場合、供給メーカーに日本国内での原産地判定を取得
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していただかなければならない。しかし、これは、後述の聞き取り調査において指

摘されている通り、簡単に処理できる問題ではない。また、部分品では、1 品目の
金額が小さすぎて FTA 活用に至らないという指摘もなされている。さらに、エンジ
ンと同様に、最終製品が A 国から輸出されるため、EPA・AJCEP を利用する必要が
ないこともあると思われる。 

 第 8462.10号（鍛造機）、第 8477.10号（射出成形機）、第 8480.71号（ゴム・プ
ラスティック成形用の型）などの生産設備は、A 国の外国投資優遇措置により輸入
関税を免除されている可能性も考えられる。 

 以上から、機械類における EPA・AJCEP の利用は一部の品目に偏っていることが
みられたが、利用率の低さに A 国側の輸入関税の免除、還付が影響していることも
考えられる。そのように、第 84 類の利用率の低さは EPA・AJCEP を活用する必要
のない理由が別途存在する可能性が充分にある。他方、FTA 活用方法について、自
らは輸出していない部品メーカーへの説明は容易ではないとの意見があることも事

実である。従って、EPA・AJCEP の利用率を高めるためには、部品メーカーへの
EPA・AJCEP の利用方法の説明を地道に行ってゆくことが重要ではないかと思われ
る。 

 

i) ガラス及びその製品 

 第 70類の 2010年における EPA・AJCEP利用は、一定額に止まっていた。次の表
は、第 70類の A国輸入額の一定額以上を占める HSの号の MFN税率、EPA税率、
AJCEP税率を示したものである。 

図表12 第 70類 2010年 A国関税率 

HS の号 
MFN 

税率 

EPA 

税率 

AJCEP 

税率 

700312 5% 0.00% 1.30%

700319 5% 0.00% 1.30%

700521 0%-20% 0%-1.67% 0/%-2.5%

700529 0%-20% 0%-1.67% 0/%-2.5%

700600 0% 0.00% 2.50%

700711 10% 3.33% 5.00%

700910 10% 3.33% 5.00%

701911 5% 0.00% 1.30%

701912 5% 0.00% 1.30%

701919 5% 0.00% 1.30%

701990 5% 1.67% 2.50%

702000 10% 0.00% 2.50%
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 同類の輸入額の大きな部分を占める第 7006.00 号の加工ガラスは、MFN 税率が
0%であるから、EPA・AJCEP を利用する必要がない。これは、同類での EPA・
AJCEP利用率が低いことの一つの原因である。 

 その他のガラス製品ではほぼ全般的に EPA・AJCEP を利用する価値があると思わ
れるが、実際に利用されているのは第 7005.29 号のフロート・磨き板ガラスに集中
している。鋳込み法またはロール法により製造された板ガラスである第 7003.12 号、
第 7003.19号については利用されていない。 

 これらガラス製品の原産地基準は、HS4 桁の関税番号変更または付加価値率 40%
である。よって、我が国で製造されたガラス製品は関税番号変更基準を充足してい

る可能性が高く、原産地基準が障害となっているものとは考えにくい。 

 したがって、EPA・AJCEP利用率が低迷している原因は EPA・AJCEPの制度上の
問題ではないと思われる。今回の個別企業調査では、ガラス製品メーカーは含まれ

ていなかったため、それ以上の分析は難しい。また、A国の輸入額で第 70類の大き
な部分を占める、第 7019.90号のガラス繊維・その他、第 7020.00号のその他のガラ
ス製品についても、同様である。これら産業に接触して、2010年 4月より EPAの関
税率が 0%まで引き下げられたことが認識されているか否かの確認を含め、EPA・
AJCEP利用率の向上の手だてを探ることが検討されて良いものと思われる。 

 

C. 潜在的ニーズがあると思われる産業 

以上の分析から、EPA・AJCEP を利用した我が国からの輸出を促進するという観
点から、次の産品を生産する産業に接触することが有効ではないかと思われる。 

・ 第 74類の銅製品、特に次の品目の生産者： 

 EPA・AJCEPが精錬銅、ブラス（第 7409.11号乃至第 7409.29号）。 

 銅合金（第 7410.12号）。 

 第 7407項は銅の棒及び形材の内精製銅（第 7407.10-19号）。 

・ 第 32類の染料、顔料その他の着色料等。 

・ 第 39類のプラスチック製品。 

・ 第 7003 項の鋳込み法またはロール法によるガラス製品、及び第 7020 項のそ
の他のガラス製品 

特に、これらの製品では、2010年 4月または本年 4月以降、関税削減効果が顕著
となってきている品目である。したがって、EPA・AJCEP の毎年の削減により、
EPA・AJCEP を利用することで関税が有利になる品目を明示することが、利用率向
上のためにつながると思われる。 
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第 II 章 EPA・CEP利用の成功事例、EPA・CEP利用が成り
立つ条件 

 
我が国企業がアジア地域での EPA・CEP を更に有効に利用することに資するため、
我が国において EPA を積極的に利用していると見られる企業に対して、その利用実
態について聞き取り調査をおこなった。本章では、その概要を報告すると共に、当

該聞き取り調査、またこれまで別途におこなってきた聞き取りを踏まえ、EPA の利
用を積極的に利用している企業の要因を分析し、さらに、成り立つ条件について考

察する。 

また、それら企業の聞き取り調査の概要を資料として添付した。各企業からは添

付の内容を公開することに了解を得ておいたので、今後の EPA・CEP の有効例とし
て活用していただければ幸甚である。 

 

A. EPA・CEP 利用の成功事例聞き取り調査の概要 

本調査では、経済産業省の協力を得て、EPA・CEP の原産地証明書取得件数から、
EPA・CEP を積極的に利用していると思われる企業 5 社に聞き取り調査をおこなっ
た。さらに、日本機械輸出組合がウェブにより組合員に提供している「FTA 活用ガ
イド」のアクセス数上位の、機械メーカー1社、電子機器メーカー3社、商社 1社に
聞き取り調査をおこなった。本章では、それら聞き取り調査から特徴としてあげら

れる点をまとめる。 

1. EPA・CEP利用の端緒・その後の利用の実態 

a) 端緒とその後の行動の共通点 

まず、各社に、EPA・CEP を利用することとなった端緒について調査した。その
結果、全ての企業で、輸入者からの要請に基づいて、EPA・CEP を開始しているこ
とが明らかとなった。これは、製造メーカー、商社、商社機能を持つ製造メーカー

の全てに共通する。これは、我が国の EPA・CEP が発効した最初の時期では、輸入
関税を実際に支払う輸入者が敏感に反応した結果であると思われる。 

しかし、EPA・CEPの利用を開始した後の対応において、次の 2つに分かれる。 

・ 輸出者である我が国の企業側が EPA・CEP を利用することが可能である取引
を調査し、EPA・CEP の利用を促進している。（A 社、E 社、F 社、G 社、H
社） 

・ 輸入者からの依頼がない限り、EPA・CEP は利用しない。（B 社、C 社、D
社） 

前者グループと後者グループそれぞれに共通する点がある。それは、我が国の本

社側が EPA・CEP を積極的を利用している企業の輸入先は、日本企業の現地子会社
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であるという点である。他方、輸入者からの依頼がない限り EPA・CEP を利用しな
いとする企業の輸出相手先は、非関連企業であった。 

 

b) 輸出者の利益 

調査を行った全ての企業が共通して述べていた点は、輸出者にとっては、EPA・
CEP を利用することによる直接的な利益は全くない、ということである。聞き取り
調査において、各社に、輸入者側との交渉により輸出価格の引き上げ、輸出数量の

増加はみられなかったかを質問したが、肯定的な回答は全くなかった。 

しかし、子会社・関連会社が輸入者である企業は、企業グループ全体として輸入

関税の削減効果を裨益することができるので、日本からの輸出価格の引き上げまで

おこなわなくてもよい、とする回答が殆どであった。他方、非関連企業を輸出相手

先とする企業は、原産地証明書を取得する時間及び費用を要するのみばかりで、

EPA・CEPを利用するメリットは全く見いだせない、と述べている。 

 

2. 輸出者側から EPA・CEPを利用している企業の利用のポイント 

EPA・CEP の利用を開始した後、輸出者である我が国企業側が EPA・CEP を積極
的に利用している企業は、次の行為をおこなっている。 

a) EPA・CEP情報収集部門の存在 

EPA・CEP を積極的に利用している企業では、EPA・CEP の状況の進展について
情報を収集し、社内に展開する部署が存在し、機能していた。かかる部署が果たす

機能は次の通りである。 

・ EPA・CEP情報を収集して、イントラネット等で社内広報する。 

・ 会社の輸出品目、輸出数量を調査、検討して、EPA・CEP を利用できる取引
を特定し、担当する部署へ連絡し、利用可能性について協議する。 

・ 営業部門・事業部向けに EPA・CEP利用説明会を開催する。 

・ EPA・CEP を利用したことにより裨益した金額、かかる経験から得たノウハ
ウの社内共有を図る。 

・ 輸出製品についての年別ステージング表を作成して、事業部門に配布し、今

後の事業計画に役立てる。 

 

b) その他のポイント 

 今回おこなった聞き取り調査では、前項の情報収集部門の存在が大きな存在で

あった。EPA・CEPの有効利用に成功するポイントは、ここにあると思われる。 
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 また、これまでの聞き取り調査では、上述以外の点として、次の事項を挙げる

ことができよう。 

・ 財務部門、購買部門などの支援： EPA・CEP を利用するためには、輸出す
る製品が利用する EPA・CEP の原産地基準を満たしており、それを継続的に
確認する必要がある。この作業は、EPA・CEP を利用するための準備行為を
おこなう時点で不可欠な事項である。財務部門の協力は、付加価値基準を適

用する場合に、購買部門の協力は、原材料の原産地を特定する必要がある場

合に、特に重要となる。 

・ 通関情報・原産地情報のコンピュータ化： 輸出品目が多岐に亘る企業、ま

た、同一製品を複数の拠点で生産している企業の中では、通関情報及び原材

料の原産地情報をコンピュータシステムに組み込み、関税削減を最大化する

よう調整している例が見られた。但し、それらは、EPA・CEP 利用を開始し
た後、さらに効率的な利用を図ることを目的として行われること、社内のサ

プライチェーンネットワーク整備の一環として行われた例が多いことが挙げ

られる。また、EPA・CEP を積極利用している相当数の企業では EPA・CEP
を利用できる輸出取引を特定すること自体には困難を訴えていないところか

ら、多くの企業では、ここまでの投資は必要とならないものと思われる。 

 

3. EPA・CEP利用の阻害要因と対応策 

前 2 節では、EPA・CEP を積極的に利用している企業の特徴及び積極利用をおこ
なうための活動をまとめたが、本節では、聞き取り調査から得られた EPA・CEP の
利用を阻害している要因を検討し、その対応策を検討する。 

a) 非関連企業向けの輸出である 

第 1 節で指摘した通り、輸出相手先が非関連企業である場合、EPA・CEP を利用
しても輸出者側に何らの恩典とももたらさない。このため、EPA・CEP を既に利用
している企業であっても、輸入者から要請のない限り、積極的に利用する姿勢をと

っていない。それら企業にとっては、EPA・CEP は業務負担が増えるばかりである
という意識の方が高いように思われる。そのため、輸出者から、輸入者に対して

EPA・CEPの利用を働きかけることはない。 

この問題は、根本的には、輸出者が輸入者にならない限り、解決しない。聞き取

り調査では、値上げを打診できないかと尋ねたが、そのようなことは極めて難しい

とのことであった。 

 

b) 原材料・製品供給メーカーからの協力が得られない 

 製造メーカー、商社とも共通して指摘している点として、原材料・製品供給メー

カーから原産地情報を得ることには相当な労力を要すること、また、製品について

日本商工会議所の原産地判定の取得に協力が得られないことがあると指摘されてい
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る。このため、輸出者としては EPA・CEP を積極活用する意思を有していても、輸
出製品について原産地基準が充足されているか否かの確認ができず、EPA・CEP 原
産地証明書を受給できない状況となっている。 

 原材料・製品供給メーカーからの協力が得られない理由としては、次の点が指摘

されている。 

・ 原材料・製品供給メーカーには中小企業が多く、EPA・CEP 原産地基準につ
いての理解がない。また、それら企業は必要となる情報を収集することが難

しい。 

・ 他の供給先からは依頼されていないとして、情報の提供を拒否された。 

・ 原材料・製品供給メーカーには何らの裨益もない。 

 これらの対策として、多くの輸出企業では、供給メーカーに対する EPA・CEP 原
産地規則説明会等をおこなうなど、EPA・CEP についての理解を深めていただく努
力を行っている。しかし個別企業の努力には限界がある。今回の当初の調査目的は、

説明会を行うべき業種を検討することとされていたが、その対象として、原材料・

製品供給メーカーに対する説明会を定期的に開催することが重要ではないであろう

か。 

 

c) EPA・CEPの利用方法が分かりにくい 

 今回の聞き取り調査においては、EPA・CEP の利用方法が分かりにくかったとの
声が多く聞かれた。この点については、次の 2点が指摘されている。 

・ EPA・CEPの利用方法そのものが分かりにくかった。 

・ EPA・CEP に添付されているステージング表では特定の年の税率が極めて
分かりにくく、他の情報でも一覧性がない。 

・ 国内で調達する部品の関税分類が分からない。 

 第 1 の点については、経産省のウェブサイトでは、例えば、EPA/FTA：活用入門
パンフレット等、説明資料はネット上でも相当に充実してきている。しかし、この

分野に全く経験のない企業では、それでもなお、手探りで利用を開始なければなら

なかった、という指摘がなされている。今回聞き取り調査をおこなった企業におい

ても、2 社が、利用方法を完全に理解するまでに試行錯誤をおこなった末に、現在
の利用方法にたどり着いたと述べている。 

 また、ある企業は、商工会議所の新 EPAの説明会では、既に EPA・CEPの利用方
法を熟知した企業向けのように思われ、全くの素人は質問等が行いにくい環境であ

るとも指摘されている。また、自らが既に利用している EPA と新 EPA とはどこが
異なるのか、という点にも答えてくれていない。さらに、EPA・CEP 担当部門また

http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/data/091125EPA_booklet.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/data/091125EPA_booklet.pdf
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は営業部門で EPA・CEP を担当することとなった者が受講できるセミナーなどが欲
しい、とする声もあった。 

 さらに、上述の通り、供給メーカー、非関連企業を輸出相手先とする企業などは、

自らには利益がない一方で手続が複雑そうに見えるというところから、そもそも

EPA・CEPの利用を検討しないことが業界の認識である、という声も聞かれた。 

 これらの対策としても、EPA・CEP の初心者向け且つ実務上活用できる具体的な
内容のセミナーを、定期的に開催することを試みてよいのではないかと思われる。 

 第 3 の点については、関税分類の専門家が相談に応ずるなどしなければ、輸出者
の負担は軽減されない。 

 

d) 少額輸出である 

数多くの部品を輸出するメーカーからは輸出が少額に留まる場合には、輸出の場

合には EPA・CEP を利用しないこととしている、という指摘がなされている。その
原因は次の点にあると思われる。 

・ 1 品目の輸出量が少額、少数である場合には、原産地を確認する作業をおこ
なう費用及びリスクに対して関税削減額が見合わない。 

・ 商工会議所の原産地証明書発給費用が関税削減額を相殺してしまう。 

事実、ある品目について、原産地を確認するために発生する作業、それに要する

費用とリスクは、当該品目を EPA・CEP を利用することにより得られる関税削減額
とは関係がない。しかし、輸出額そのものは、如何ともしがたい。したがって、こ

の問題は、関税削減額が一定金額以上とならない限り、解決されない。この点は、

次の項目で、検討する。 

また、後者は、商工会議所の原産地証明書発給費用の減少、または関税削減額が

増加しない限り、解決しない。それらの点についても、次の項目以降で検討する。 

 

e) 関税削減額が少額である 

企業によっては、関税削減額が少額に止まる場合、EPA・CEP の利用を差し控え
るとしているところがあった。関税削減額が少額にとどまっている理由としては、

前項で述べた、輸出額が少ないことに加え、次の点が挙げられている。 

・ 関税削減のステージング期間が長く、未だ、MFN税率と EPA・CEP税率との
差が充分に拡大していない。 

・ MFN税率が EPA・CEP締結後に削減されたため、MFN税率が EPA・CEP税
率を下回っている。 
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・ 商工会議所の原産地証明書発給費用が高い。 

第 1 の問題は、時間の経過により解決されるのを待つしかない。ここで重要とな
るのは、時間の経過により関税が十分に削減されることとなった時に、機を逸する

ことなく、EPA・CEPが利用されるよう、配慮されることである。 

第 2の点については、EPA・CEP締結時に想定された MFN税率との差が、EPA・
CEP 協定上、保証されていないことが一つの原因である。輸入国の裁量によって
MFN 税率を引き下げることにより、第三国からの輸入との競争上我が国の輸出者が
受けると期待された利益を、実際には受けることができなかったことを示している。

しかし、これは、FTA全般に存在するリスクである。 

第 3 の問題は、日本機械輸出組合としても長年に亘り指摘してきた事項であり、
関係者には既に問題としては充分に認識されている事項である。その解決策は本報

告書の範囲外であると思われる。なお、上述の手続の問題点を指摘した企業に対し

て、聞き取り調査の場において、認定輸出者の概要、日メキシコ EPA では間もなく
導入されること、AFTA 域内では一部の国の間でパイロットプログラムが開始され
ていることなどを説明したところ、殆どの企業が積極的に検討したいと述べていた。 

 

f) 商工会議所の発給手続 

商工会議所の発給手続の問題点として、その手続が煩雑であること、また、費用

が高いとして、次の点が指摘されている。 

・ 原産地証明書を商工会議所にて受領するための時間を割く必要がある。（仲

介業者に委託すれば、その手数料が発生する。） 

・ 発効手数料はその都度に支払わなければならず、費用と作業時間が発生する。 

・ 発給申請後に船便の変更等で不要となった原産地証明書であっても、その連

絡を商工会議所におこなった時点で商工会議所側の処理が終了した場合には、

発給費用を請求される。結局、別途発給をうける原産地証明書の代金と合わ

せると、2倍の額を支払うこととなる。 

・ いくつかの企業からは、同一製品を同一輸出先に対して再度出荷する場合に、

全ての項目を改めて入力しなければならないと指摘されている。 

・ 輸出者と生産者が異なる場合、証明資料提出同意通知書について、有効期限

が 3年間とされている。有効期限が長いため、更新を失念しがちである。 
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 第 1 の点については、船積変更などの理由により紙としては「発給」5されないこ

ととなった証明書について、公文書に類するものの交付の対価6として手数料を徴収

してよいか疑問がある。検討されるべきである。 

 第 2 の点については、既にシステム対応可能であるとの意見もある。いずれにせ
よ、この点は、EPA・CEP利用そのものを阻害している要因とは思われない。 

 第 3 の点の証明資料提出同意通知書については、かかる期限が必要であるか、検
討されて良いと思われる。 

 

B. EPA・CEPの利用が成り立つ条件とその利用拡大のために行うべき事項 

1. EPAの利用が成り立つ条件の整理 

上述の分析の通り、積極的に EPA・CEP を利用している企業は、次の点において
共通するところが見られた。 

・ 輸出先は子会社・関連企業であること。 

・ 社内に EPA・CEP担当部署があること。 

この最初の点について、別の言い方をすれば、輸出者に、間接的ではあるが

EPA・CEPによる関税削減効果が輸出者に及ぶことが条件となっているといえる。 

後者は、企業として、EPA・CEP 担当を置く実力が必要であるという見方ができ
る。EPA・CEP 担当者を置けない企業、外部のコンサルティングにより当該機能を
補完することが必要であることを示している。 

 

2. EPA・CEPの利用拡大のために行うべき事項 

EPA・CEP の利用を拡大するためには、前節に挙げた 2 条件が満たされるように
することであると思われる。また、本章の A.3.にまとめた EPA・CEP 利用阻害要因、
及びそれへの対応策を含めて、EPA・CEPの利用を拡大を改めて検討する。 

第 1の点である、輸出者に EPA・CEPによる関税削減効果を及ぼす方法は、残念
ながら、非関連企業が輸出相手先である場合には、本調査における聞き取り調査か

                                                 
5 特定原産地法第 32条第 1項では、「発給申請者は、経済産業大臣の行う特定原産地証明書の発給にあっては
実費を勘案して政令で定める額の、指定発給機関の行う特定原産地証明書の発給にあっては実費を勘案して政令

で定めるところにより指定発給機関が経済産業大臣の認可を受けて定める額の手数料を納付しなければならな

い。」と規定されている。したがって、「発給」していない証明書について手数料を請求するこには疑問がある。 

6 商工会議所が発行する「特定原産地証明書」は、公文書に類するものとして、消費税の対象とされていない。

この点については、国税庁ホームページ質疑応答事例「日本商工会議所による『特定原産地証明書』の発給に係

る手数料の取扱い」 
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/10/06.htm が参考となろう。 
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らその解は得られなかった。机上の議論としては、特恵原産地証明書取得に係わる

費用及び利益を別途徴収する、または輸出価格を引き上げるといったことが考えら

れる。例えば、輸出条件を DDP条件（仕向地持ち込み渡し・関税込み条件）に切り
換えれば、輸出者が輸入者となることは可能である。輸入者としての業務は、商社

など輸入代理人に委託するといったことも考えられる。しかし、既に FOB、CIF 等
の条件で行ってきた取引を DDPに切り換えることは簡単なことではないであろう。 

但し、非関連企業が輸出相手先である全ての場合において、EPA・CEP の利用を
開始した後でも、輸入者から特恵原産地証明書の取得を要求されていることも特徴

としてあげられる。さらに、かかる状況であるが故に、EPA・CEP により削減され
る税率についての認識も薄い点が指摘できる。中には、EPA・CEP を利用すれば輸
入関税が削減されるにもかかわらず、その利用を放置している例さえもあった。か

かる場合輸出者から EPA・CEP 利用を提案することにより、輸出価格交渉は多少な
りとも容易となるとも思われる。これは実証されたものではないが、すくなくとも、

輸出者が、EPA・CEP 関税率を容易にすることにより、EPA・CEP 利用が少しでも
促進されるのではないであろうか。 

第 2の、社内に EPA・CEP担当部署があるという点は、企業規模によって、対応
策が異なると思われる。輸出管理部門を擁している規模の企業であれば、EPA・
CEP 担当部署として当該部門が既に機能しているものと思われる。問題は、かかる
管理部門を擁することが難しい、中小企業である。この点は、A.3.b）の原材料・製
品供給メーカーの協力の問題、A.3.c）の EPA・CEP の利用方法の理解が難しい、と
言った点にも共通する。 

それらの点を踏まえると、EPA・CEP の利用を拡大することについては、既に次
の事項をおこなうことが有効であると思われる。 

・ セミナーの定期開催 

 EPA・CEP 制度の概要を知る機会を提供することが必要である。既に、
EPA・CEP 概要を説明する資料を日本商工会議所、経済産業省などの
ウェブページから入手することができるが、その概要を、専門用語で

はなく、平易な言葉で説明するセミナーが定期開催されないであろう

か。これにより、既に EPA・CEP を利用している企業の新規担当者、
また、原材料・製品供給メーカーを含めて、EPA・CEP を初めて利用
しようとする企業に、正しい知識を普及させ、的確な利用を促進する

ことができるのではないか。 

 この点から、当該者を対象とした、EPA・CEP の初心者向け、且つ実
務上活用できる具体的な内容の EPA・CEP 説明会を定期的に、例えば
毎月 1 回定期的に開催することとして、必要とされる方がいつでも参
加できるよう試みてはいかがであろうか。 
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・ コンサルティング窓口の設置 

 ここでのポイントは、個別の事例に応じた、個別相談である。「あそ
こにゆけば、会社の内情に則して親身になって全て教えてくれる」と

いうコンサルティング窓口を開設できれば最適である。社内に EPA・
CEP 担当部署を置くことができない企業の代替となる、窓口が望まし
い。 

 既に JETRO、日本商工会議所でもかかる相談窓口を設けているところ
であるから、それら窓口業務の成果を含め、原産地証明書の申請書の

書き方といった事項に止まらない、各企業の個別事情に則したアドバ

イスをおこなう相談窓口を検討すべきである。 

 また、当該窓口へのアクセスは、まずは匿名でおこなえることにすべ
きである7。 

・ EPA・CEP関税率削減ステージング表を公開する 

・ 認定輸出者制度の導入促進 

 聞き取り調査から、個別の特恵原産地証明書の取得が不要となる、認
定輸出者制度に対する企業の期待度は高いことが強く感じられた。現

在の第三者証明制度に加えて、自己証明制度を導入することは、

EPA・CEP利用の手続的障害をなくす最良の方法であると思われる。 

 既に日メキシコ EPA では導入が決定したところであるが、この制度を
PRすると共に、他の EPA・CEPにも、早期に導入するよう、努力され
ることを期待したい。 

 

                                                 
7  本報告書作成時には、そのホームページで日本商工会議所の相談窓口は調査票に記入しないと質問できない
ようにも思われたが、その後、この点は改善されている。(http://www.jcci.or.jp/gensanchi/office_list.html) 
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第 III 章 諸外国の EPA 利用促進に向けた取り組み 

本調査の最後として、本章では、オーストラリア、欧州（及びその代表的な国と

して英国）、韓国、マレーシア、シンガポール、米国、の FTA 担当政府機関がウェ
ブ上で FTA 利用促進のために作成しているホームページを紹介する。また、説明会、
コンサルテーションなど、FTA 利用促進のためにおこなっている事業の概要をまと
めた。さらに、それら資料を本報告書に添付したので参照していただきたい。 

 

A. オーストラリア 

FTA の認識を高め、その利用を推進しているオーストラリアの主な機関は、外務
貿易省（Department of Foreign Affairs and Trade）である。また、オーストラリアの通
商促進を担当しているオーストラリア通商委員会（AUSTRADE）は、輸出振興を目
的として、貿易相手国についての FTAに関する一般的な情報を提供している。 

オーストラリアが締結した FTA の原産地規則については、オーストラリア税関の
ウェブサイトから提供されている。その他、農林水産省（DAFF）等の政府機関から
も、FTA に関する情報がウェブのホームページから提供されている。原産地証明書
を発給する権限はオーストラリア産業団体（AIG）とオーストラリア商業会議所
（ACCI）に与えられているが、ACCIに比べて AIGの方が FTAに関する情報を多く
提供している。 

1. 外務貿易省 

外務貿易省は、その FTA ホームページ8に、各 FTA の概要、利用のためガイドラ
イン、発効済み協定の協定文、交渉中の FTA についての交渉概要、共同研究及びフ
ィージビリティスタディ報告書、各 FTA についての質問のコンタクト先、さらに一
般的な情報として、報道発表資料、FTA の締約・交渉相手国との二国間関係などを
提供している。たとえば、日本オーストラリア EPA 交渉9に関する専用のウェブペ

ージにおいては、我が国との交渉の状況、その他我が国との貿易関係に関する情報

を提供している10。 

また、外務貿易省は、FTA に対する認識を高めその活用を推進するためのビジネ
スセミナーをおこない、または後援している。その一例として、2010年 11月 26日
にメルボルンで開催された ASEAN-オーストラリア-ニュージーランド FTA 政府代
表によるビジネスセミナー資料を、本報告書に添付したので、参照いただきたい。 

外務貿易省は、文化の知識から経済関係まで我が国に対する理解と認識を発展さ

せることを目的として、豪日交流基金（AJF）11を設立している。AJF は二国間関係

                                                 
8  外務貿易省の FTAに関するウェブページ: http://www.dfat.gov.au/fta/index.html 

9  外務貿易省の日豪 EPA交渉に関するウェブページ http://www.dfat.gov.au/fta/ajfta/index.html   

10   外務貿易省の日本との関係に関するウェブページ: http://www.dfat.gov.au/geo/japan/index.html  

11
 AJF ホームページ: http://ajf.australia.or.jp/english/aboutajf/  
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に関する出版物を出版しているが、我が国との FTA については、交渉中であるとこ
ろから、特段の出版物はない。 

2. オーストラリア通商委員会 

オーストラリア通商委員会は、FTA については、簡潔かつ一般的な概要を提供す
るのみである。その FTA ウェブページ12には、発効済み及び今後可能性のある FTA
の一覧を掲載し、発効済み FTA に関する基本的概要を提供している。日本について
は FTA 交渉相手国として掲載しているのみである。その他、日本についてのウェブ
ページ 13では、2009 年 10 月 28 日付の「Australia and Japan: A New Economic 
Partnership in Asia 」14 と題した資料を含め、日本の産業に関する情報が提供されて
おり、また、日豪 EPA に関する情報の参照先として外務貿易省のウェブサイトのリ
ンクを紹介している。 

3. オーストラリア関税局 

オーストラリア関税局は、その FTA ウェブページ15において、発効済みの各 FTA
の原産地規則についての詳細な説明、また、同局に関係する法令、通達・公告、各

FTA のガイドライン、運用指針、証明書等のサンプル等を提供している。しかし、
FTAの活用を推進する活動はおこなっていない。 

4. その他の政府機関 

他の政府機関としては、農林水産省の通商市場アクセス局（Trade and Market 
Access Division）が FTAのウェブページ16 において、オーストラリアの FTAに関す
る方針の概要、FTA 利益、FTA における農林水産省の役割を説明している。また、
締結済みの FTAにおける農産品についての概要についても述べている。 

また、閣僚の演説、特に貿易相及び外務相の演説はウェブサイトで公表されてい

る17。これは、FTA 方針の進展を広く伝えることに貢献している。生産性委員会 
（PC）は、オーストラリア政府の FTAに関する方針を分析した年次研究報告書を発
表している。さらに、オーストラリア政府の主要なビジネスリソースである

business.gov.auでは、FTA関連のウェブサイトのリンクを提供している18。 

                                                 
12
 オーストラリア通商委員会の FTAウェブページ:  

http://www.austrade.gov.au/Free-Trade-Agreements/default.aspx  
13
 オーストラリア通商委員会の日本に関するウェブページ: http://www.austrade.gov.au/Japan/default.aspx  

14
 オーストラリア通商委員会の日豪 EPAに関する資料: 

http://www.austrade.gov.au/ArticleDocuments/1358/Australia-and-Japan-Partnership-Report.pdf.aspx  
15
 オーストラリア税関の FTAウェブページ: http://www.customs.gov.au/site/page6010.asp  

16
 農林水産省の FTAウェブページ: http://www.daff.gov.au/market-access-trade/fta  

17
 オーストラリア通産大臣のウェブサイトは以下のとおり。 http://www.trademinister.gov.au/ 外務大臣のウェ
ブサイトは以下のとおり。 http://www.foreignminister.gov.au/.  

18 http://www.business.gov.au/BusinessTopics/Tendersandcontracts/Pages/FreeTradeAgreements（FTAs）.aspx  

http://www.business.gov.au/BusinessTopics/Tendersandcontracts/Pages/FreeTradeAgreements(FTAs).aspx
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 民間レベルでは、AIGが International Trade Policyのウェブページで締結済み FTA
に関して、AIG の意見書、提出物を掲載し、また、国ごとのウェブページへのリン
クを提供している19。なお、日本についての記述は少なく、International Trade Policy 
のウェブページでは「日本」という国名から、日本についてのページ20にリンクさ

れるようにされているのみである。このページには輸出市場としての日本について

の概略と、日豪 EPAに関する AIGの意見書が掲載されている21。 

 

B. 欧州連合 

1. 欧州委員会 

FTA の推進及び関連事項は欧州委員会貿易総局（Directorate-General for Trade 
（DG Trade））が担当している。貿易総局は、そのウェブサイト22で、発行済み及

び交渉中の FTAについて、その FTAの全条文や FTAにより得ることができる主な
利益などの情報を提供している23。欧州委員会税制・関税同盟総局（DG for Taxation 
and Customs Union （DG TAXUD））ウェブサイトでは、EUの特恵貿易の取り決め
の関税に関わる側面（主に原産地規則及び書類作成要件）について、その概要及び

ユーザーガイドを提供している24。しかし、それらウェブサイトは、多く不完全で

あり、ユーザーにとって使いやすいとは言い難く、したがって一般的には EPA や
FTAへの認識及び利用を高めるための有用なツールとはなっていない。 

欧州委員会は、市民社会との対話（Civil Society Dialogue）25という場を通じて、

EUの通商政策の様々な側面に関して EU産業との対話を推進しているが、この場に
おいて、FTAに関して会議やセミナーが開催されている。しかし、これらは FTAの
活用についての研修の場ではない。 

                                                 
19 AIGの国際通商政策に関するウェブページ:  http://www.aigroup.com.au/portal/site/aig/trade/internationalpolicy/  

20 AIGの日本に関するウェブページ: http://www.aigroup.com.au/trade/export/japan/  

21 AIG の日豪 EPAに関する説明: http://pdf.aigroup.asn.au/trade/fact_sheet_japan_250204.pdf  

22 以下を参照。 http://ec.europa.eu/trade/.  

23 例として以下を参照。http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/korea/ （交
渉中の EU韓国 FTAに関する概要、ステートメント、最新情報及び協定案が含まれている） 

24 例として以下を参照。 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/index_en.htm （EU FTA
及び他の特恵的取り決めに基づく原産地規則の様々な側面や関連ガイドライン（欧州委員会に対する拘束力はな

いが、取引業者にＥＵ規則の詳細な知識を提供するため、一般に有用である。）について説明した項目がある。 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/info_docs/customs/index_en.htm （一定の特恵原産
地規則の利用者向けガイドと、EU-メキシコ FTAの概要を紹介。） 

25 http://trade.ec.europa.eu/civilsoc/index.cfm を参照。 
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EU の FTA 広報活動は、基本的には開発途上国との貿易に重点が置かれている。
欧州委員会は、特に EUと発展途上国間の FTAに関する情報を述べたパンフレット
その他の書類を発行している26。また、欧州委員会は、発展途上国の輸出者の EU市
場に対するアクセスを拡大するために、無料のオンラインサービスである輸出ヘル

プデスクに、特恵貿易協定の技術的要件、関税率、文書作成要件についての情報を

提供している27。このデータベースの情報は、特定の開発途上国からの輸出に合わ

せて作成されているものの、詳細な技術上及び文書作成上の要件並びに各 EU 加盟
国の適用税率を提供しており、先進国の輸出者にとっても有用であろう。 

欧州の産業団体、商業会議所並びに BusinessEurope、Eurochambres、Eurocommerce
及び ECIPEなどの政策シンクタンクは、特定の交渉中又は発効した FTAについて情
報紙を発行し、セミナーを開催している28。しかし、これらは定期開催されている

ものではない。交渉中の FTA の実現に焦点を当てたセミナーで、これら団体の外国
貿易小委員会が、FTA についての疑問点について会員の要請に応じて、欧州委員会
の担当官を招いて特定の FTA の問題に関して質疑応答の場を設けているものである。
FTA締結後のビジネス上のガイダンス提供には重きを置いていない。 

2. EU加盟国－英国の例 

EU加盟国及び地域の産業団体は、個別に各 EU FTA についてのガイダンスを国内
産業に提供するために一定の取り組みを行っている。それらの情報は EU が提供す
る情報を補完している。例えば、英国は、FTA について主たる責任を有する政府機
関である、Department for Business Innovation & Skills29 及び UK Trade & Investment が、
FTA に関する事業者向けアドバイス及び説明会についてのコンタクト先情報を提供

                                                 
26 http://trade.ec.europa.eu/doclib/cfm/doclib_section.cfm?sec=610&langId=en を参照。（協定文の詳細について
の言及はないが、交渉の状況やＥＵの観点からみた他の関連事項を網羅する、ＥＵが発展途上国と締結した

EPAについてのパンフレットのリストを掲げた、貿易総局 の刊行物のアーカイブを掲載している。）. 

27 http://exporthelp.europa.eu/index_en.htmlを参照。  ここでの明らかな焦点は、発展途上国との EPAおよび
FTAの詳細な情報を提供することであるが、他の FTAにおけるドキュメンテーション要件と原産地規則につい
ても、欧州委員会内部のデータベースのページまたは 欧州委員会が提供する概要のページへのリンクにより、
一定の詳細を提供している。

（ http://exporthelp.europa.eu/display.cfm?page=cd/cd_DocumentsYouNeedToQualifyForPreferentialAgreement
s.html&docType=main&languageId=EN と、 
http://exporthelp.europa.eu/display.cfm?page=cd/cd_RulesOfOrigin.html&docType=main&languageId=ENを参
照。）  

28 例として、http://www.ecipe.org/publications/all-publications を参照。（FTAの活用方法などの実務的な点では
なく、EU韓国 FTA並びに FTAの政治的側面などを重点的に取り扱った他の EU貿易政策問題に関する情報紙
を掲載。） 

29 以下を参照。http://www.bis.gov.uk/policies/trade-policy-unit/trade-negotiations/free-trade-agreements（EU 
FTAに関する 1ページの概要と詳細な情報を求める場合の連絡先を掲載。） と、 
http://www.bis.gov.uk/files/file52390.pdf （同機関及び他の関連機関が支援することのできる FTA関連事項につい
ての詳細と連絡先を掲載。一部の資料において、FTAを含め英国企業の貿易振興を支援すると説明されていた英
国の公的機関 SITPROは、予算削減のため 2010年に閉鎖され、現在は BISがその機能を引き受けている。）. 

http://exporthelp.europa.eu/display.cfm?page=cd/cd_DocumentsYouNeedToQualifyForPreferentialAgreements.html&docType=main&languageId=EN
http://exporthelp.europa.eu/display.cfm?page=cd/cd_DocumentsYouNeedToQualifyForPreferentialAgreements.html&docType=main&languageId=EN
http://exporthelp.europa.eu/display.cfm?page=cd/cd_RulesOfOrigin.html&docType=main&languageId=EN
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して30、個別相談に応じている。但し、両者とも、ウェブサイトでは FTA の活用に
ついての情報はほとんど提供していない。 

また、英国王室歳入関税局（HM Revenue & Customs）は、EU FTA に基づく特恵
関税の特徴とそれを享受するための要件について31一般企業に提供している。さら

に、英国商業会議所及びその地方支部などの産業団体は、定期的ではないが、EUの
FTAについての研修イベントを加盟企業に提供している32。 

 

                                                 
30 http://www.ukti.gov.uk/export/aboutexporting/newtoexporting.html を参照。（輸出者に提供される様々な情報
サービスの詳細と、個別のアドバイスの照会先を掲載するが、FTAの活用に関する詳細は提供していない。） 

31 例として、以下を参照。
http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/channelsPortalWebApp.portal?_nfpb=true&_ 
pageLabel=pageLibrary_PublicNoticesAndInfoSheets&columns=1&id=LIB_INFOS_IE_PN と、特に以下のリンク
（当該ウェブサイトにおける誘導が容易ではないため見つけるのがいくらか困難である）Notice 812号 （トル
コに関する貿易特恵） 
（http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/downloadFile?contentID=HMCE_CL_000177）, 826 号
（様々な関税特恵取り決めの一般的特徴）

（http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/downloadFile?contentID=HMCE_CL_000180）, 827号
（様々な特恵プログラムに基づく EUの輸出手続） 
（http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/downloadFile?contentID=HMCE_CL_000182）, 828号
（Euromedを含む、様々な関税特恵取り決めにおける原産地規則）
（http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/downloadFile?contentID=HMCE_CL_000193）, 829号
（キプロスとのものなど、様々な関税特恵取り決めにおける原産地規則）

（http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/downloadFile?contentID=HMCE_CL_000196）, 830号
（新たな EU GSP原産地規則）
（http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/downloadFile?contentID=HMCE_PROD1_030799 及び 
http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/downloadFile?contentID=HMCE_PROD1_030812）, 及び 
832号（EUメキシコ EPAの原産地規則） 
（http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/downloadFile?contentID=HMCE_CL_000262）。  
BusinessLink のウェブサイトも参照されたい（及び、特に以下のサイトの“Using trade preferences”  
http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/layer?lang=en&topicId=1079819533&topicId=1079819533, （このペ
ージにおいてリンクされている小項目を含む）。これは HM Revenue and Customs が作成しており、貿易特恵
及び関連する基本事項について一般的な導入情報を提供する。 

32 例として、http://www.londonchamber.co.uk/lcc_public/article.asp?aid=3157を参照。 （輸出及び関税政策の
様々な側面についてロンドン商業会議所が提供する予定の研修コースに関する情報を提供しているが、ウェブサ

イト上に特定の FTAに関する情報はない） 及び http://www.londonchamber.co.uk/DocImages/7405.pdf （ファ
クトシート “A Guide to Importing and Exporting” は、英国商業会議所が英国の輸出を振興するために提供するア
ドバイス及びサービスについて詳しい情報を会員に提供するが、ここでも FTAに関する詳細な情報は提供され
ていない。） 

http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/channelsPortalWebApp.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pageLibrary_PublicNoticesAndInfoSheets&columns=1&id=LIB_INFOS_IE_PN
http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/channelsPortalWebApp.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pageLibrary_PublicNoticesAndInfoSheets&columns=1&id=LIB_INFOS_IE_PN
http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/downloadFile?contentID=HMCE_PROD1_030799
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C. 韓国  

韓国政府は、2003年 9月に決定され 2004年 5月に補足された韓国 FTAロードマ
ップ33 に従って、FTA の広報活動を推進している。このロードマップは中長期的な
FTA利用推進計画で、FTAの調印後 4年から 5年にわたり FTA推進キャンペーンを
実施するものである34。同計画は、ASEAN、日本、シンガポール及び米国など、韓
国が締結する全ての FTA を対象としている。これは、中国の経済力の上昇を考慮し
て、韓国が複数の FTA を同時に実現して北東アジアにおける FTA のハブとなるこ
とにより、世界市場における韓国の地位を維持することを目指したものであるとさ

れている35。 

1. FTA諮問委員会と FTA委員会 

韓国では、FTA諮問委員会と FTA委員会が、FTAの推進を担う二大政府機関であ
る。FTA 諮問委員会は、通商外交部長官が議長を務め、学識経験者及び企業の専門
家によって構成され、FTA の策定及び推進において政策的な助言を政府に提供して
いる。FTA 委員会においても通商外交部長官が議長を務め、関係省庁の副長官によ
って構成されている。韓国の FTA政策の決定、FTA交渉の監督、フォローアップ措
置の実施を主に担当する。FTA 委員会は、大韓貿易投資振興公社（KOTRA）36、韓

国貿易協会（KITA）37及び韓国関税庁（KCS）38などと協力して、FTA に関する企
業の意見を取りまとめ、民間企業による FTA の活用を推進している。大韓貿易投資
振興公社、韓国貿易協会及び韓国関税庁は、また、FTA 相手国のパートナーや商業
会議所、韓国原産地情報機関（Korea Origin Information Institution、（KIOI））など
の民間組織と連携して、FTAの活用を図っている39。 

2. 韓国関税庁 

韓国関税庁は、韓国における FTA の推進のために、また、国内の関税手続に関す
る知識を外国の貿易業者に提供するため、独自にセミナーを開催し、また商業会議

所や民間団体との会合を開催している。 

                                                 
33 MOFATウェブサイトを参照。 http://www.mofat.go.kr/english/econtrade/fta/issues/index2.jsp  

34 The Impact of Free Trade Agreements （FTAs） on Business in the Republic of Korea, Background: Korea's 
FTA Policies, Asian Development Bank Institute （ADBI）,（自由貿易協定が韓国企業に与える影響、背景：韓国
の FTA政策、アジア開発銀行研究所（ADBI）） 2009年 10月 15日. 

35 Korea’s FTA Policy: Present Situation and Future Prospects, （韓国の FTA政策：現状と将来の展望）2005年
12月 12日. 

36 KOTRAウェブサイトを参照。 http://english.kotra.or.kr/wps/portal/dken  

37 KITA ウェブサイトを参照 http://global.kita.net/  

38 詳しくは、KCSのウェブサイトを参照。 http://english.customs.go.kr/  

39 多くのサイトが韓国語で作成されており、英語のページで提供されている情報はそれほど詳しくないことに留
意されたい。 
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2010年 3月、韓国関税庁は、FTAに関する支援を必要する韓国企業にワンストッ
プサービスを提供するため、京畿道城南市に FTA グローバル・センターを設立した
40 。 同センターは、韓国関税庁の自由貿易協定部門、韓国原産地情報機関、FTA 関
連の研修施設、原産相談コールセンター（Origin Consultation Call Center）、FTA 経
験センター、などから構成されている。 

また、韓国関税庁は、FTA 利用促進セミナーを開催している。最近では、2010 年
6月 17日に、対米貿易に従事する輸出者及び輸入者に対する KCSの支援41を、2011
年 5月 11日には「EU-韓国 FTA及び認定通関業者プログラム42」などを開催してい

る。それらセミナーは、韓国関税庁のウェブサイトに公表されている。 

3. 韓国原産地情報機関（KIOI） 

韓国原産地情報機関は、韓国企業の FTA の活用を推進する民間組織で、韓国関税
庁と連携している。同機関は、原産地証明書の作成を支援し、FTA などの関税率、
FTA に適用される原産地規則を特定するための HS 分類番号情報を提供している。
さらに、FTA に関するコンサルティングとアドバイス、国別分析、原産地規則に関
する情報収集、特定企業に関する調査などのサービスも韓国企業に提供している。

それらに加え、韓国企業が様々な FTA を利用した後の感想や苦情を提出する場とし
ての役目も果たしている。 

韓国原産地情報機関は、また、研修、セミナー、パンフレット、機関誌、などを

通じて、原産地規則及び FTAに関する資料を韓国企業に提供している。2010年には、
半年毎に、原産地規則マネジメントプログラムという 2日間の FTA推進セミナーを
開催している。このプログラムの参加費は 300,000ウォン（約 22千円）で、FTAの
役割、HS 関税分類、原産地規則、通関手続、韓国の二国間 FTA の枠組みに関する
情報などを取り扱っている。原産地規則マネジメントプログラムのパンフレット

（韓国語）を本報告書に添付したので、参照いただきたい。さらに、無料の 2 日間
の産業別特別コースも提供している。こうしたコースは、輸出手続、HS コード、自
動車産業や電子産業など特定の産業における FTA の利用方法などを重点的に取り扱
っている。 

韓国原産地情報機関の韓国語のウェブサイト43では、原材料、製品の HS関税番号、
と原産国を特定してエクセル・ワークシートで管理することを可能にする、原産地

管理システム（「FTA PASS」）を提供している。韓国企業は、このプログラムをダ
ウンロードし、ID 番号とパスワードを無料で登録して取得すれば、利用開始できる。

                                                 
40 http://homepage.ktnet.co.kr/newsletter/201001/web_06.html#002  
41 詳しくは KCSのウェブサイトを参照されたい。http://english.customs.go.kr/   

42 イベントの詳細については、オンラインのビジネスネットワークである Korea Business Centralを参照。 
http://www.koreabusinesscentral.com/events/monthly-luncheon-with-korea  

43 詳しくは KIOIのウェブサイトを参照されたい。www.origin.or.kr/new/ftapass/in_guide.vm  



 

 31 
 

このシステムについての質問は、FTA_PASS@ORIGIN.or.kr.に連絡して、個別のア
ドバイスを受けることができる44。 

また、同ウェブページでは、韓国企業が高い品質の原材料の原産地を特定できるよ

う、原材料の格付けを含め、世界中に所在するさまざまな原材料についての情報を

提供している。 

4. 大韓貿易投資振興公社 

大韓貿易投資振興公社（KOTRA）は、国内の FTA に対する理解を深め、FTA を
利用する際に国内企業が直面する問題を収集するため、独自に、あるいは相手国の

商業会議所や企業団体と協力して様々な FTA 関連セミナーを開催している。たとえ
ば、2010年 4月 7日には、韓豪 FTA－問題点と将来と題した無料セミナーを開催し
ている45。 

大韓貿易投資振興公社の主な活動は、国際貿易振興サービス、投資の推進、海外

の投資家やバイヤーと韓国企業との引き合わせなどである。同公社は、地域の貿易

センターを通して説明会を企画し、国内で国際博覧会を企画している。また、ソウ

ルの本部のサイバー・ビジネス・センターでは、海外のバイヤーに、国内の企業と

のオンラインによるビジネス会議を提供している。 

5. 韓国貿易協会（KITA） 

韓国貿易協会は、政府と密接に協力して、FTA を利用する韓国企業に支援を提供
している46。さらに、FTA に関する積極的な対話を進めるため、貿易投資代表団の
派遣、外国の財界代表団、政府及び貿易関係団体の受け入れなどを通して、FTA 相
手国と連携して様々なイベントや活動をおこなっている。例えば、韓国 FTA 産業連
盟の共同議長として、2010年 8月 13日に「小企業が伝える外国への挑戦」セミナー
47を開催して、FTAの利用に関する国内産業からの意見を韓国政府に伝えている。 

6. その他の機関 

ASEAN 韓国センターはアセアン諸国と韓国で設立された国際機関で、ASEAN-韓
国 FTA（AKFTA）に関わる問題について協議する場を韓国企業に提供するワークシ
ョップを開催している。また、韓国企業による ASEAN 諸国の税関手続及び投資環
境の理解を助けるために、ASEAN 加盟国への訪問も行っている。その例として、

                                                 
44 KIOIのコンタクト先は以下のとおり。Ms. Soo Jung, Tel: +82 316000724. 

45 セミナーのリーフレットは、豪韓商業会議所の次のウェブサイトから入手できる。
http://austchamkorea.net/news/view.php?sq=226&page=2&where_encode=IHdoZXJlIDE=  
46 詳しくは韓国貿易協会のウェブサイトを参照。 
http://global.kita.net/_engapp/about/information.jsp?grp=S1&code=S1008  
47 Small firms disclose overseas challenges, August 13, 2010. 
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2010 年 5 月 25－28 日に開催された ASEAN-韓国貿易振興ワークショップ、2010 年
中にラオス、フィリピン、その他 ASEAN 諸国で開催された貿易投資セミナーなど
が挙げられる48。 

また、2010年 12月 8－9日にジャカルタで開催された AKFTA実行委員会の特別会
合では、AKFTA締約国が ASEAN韓国実行委員会に対し、原産地規則の簡便化及び
ウェブベースの情報システム開発によって AKFTA の活用を促す方法を探究するこ
ととなった。また、AKFTA 締約国は、ASEAN 事務局及び韓国に対し、各々の FTA
活用推進プログラムにおいて利用するための AKFTA に関するセミナーキットを準
備するよう要請した。 

韓国タイ商業会議所は、韓国及びタイ企業に韓国及びアセアン諸国で FTA を利用
する利点を伝えるためのセミナーを開催している。たとえば、2010年 1月 28日に行
われたタイ韓国 FTAセミナーでは、タイの税関及び韓国関税庁により、FTAに関す
るガイドラインを提供した49。また、2010年 9月 14日にバンコクで開催された FTA
セミナーは、FTA の活用方法と最良事例のサンプル、タイの通関手続及びフォロー
アップ、二国間貿易を増加するための戦略を重点的に取り扱った50 。 

 

D. マレーシア 

1. マレーシア貿易開発公社（MATRADE） 

マレーシア貿易開発公社（MATRADE）が、マレーシアにおける貿易振興をおこ
なっている。そのウェブサイトでは、既に発効している FTA についてのホームペー
ジを開設している51。このホームページには、FTA の基礎知識、FTA により得るこ
とのできる恩典、FTA による主な輸出入品目などの一般的な情報が掲載されている。
また、各 FTA について、市場アクセスに関する関税削減などのコミットメント、原
産地規則、サービスや投資などの FTA 構成要素が紹介されている。また、日本マレ
ーシア経済連携協定、マレーシア・パキスタン緊密経済連携協定52については、通

商産業省 （MITI）のウェブサイトへリンクされており、それらの協定条文が参照で
きるようになっている。 

                                                 
48  詳しくは ASEAN-Korea ウェブサイト（http://www.aseankorea.org/main/index/index002.jsp）を参照。 

49  詳しくは Korea-Thailand Chamber of Commerce のウェブサイトを参照。 
http://www.korchamthai.com/en/ktcc_notice/766  
50  詳しくは Korea-Thailand Chamber of Commerce のウェブサイトを参照。
http://www.korchamthai.com/en/ktcc_notice/1659  
51  http://www.matrade.gov.my/cms/content.jsp?id=com.tms.cms.section.Section_IntroFTAを参照。 

52  http://www.matrade.gov.my/cms/content.jsp?id=com.tms.cms.section.Section_MATRADEPublicationを参照。 
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MATRADEは、また、貿易及び FTAの活用を推進するため、マレーシアの貿易業
者を対象としたセミナー及びワークショップを開催して53、FTA の重要な要素につ
いて情報を提供している。 

2. 通商産業省 

FTA 協定本文、関税の引き下げ又は撤廃のスケジュール、原産地規則、原産地証
明の手続などは、通商産業省（MITI）のウェブサイトから入手することができる54。

このウェブサイトでは、また、交渉中の FTA についての最新の状況について簡単な
概要を提供している。ただし、一部協定の情報はアップデートされていない場合が

あるので注意を要する。 

全ての FTA 交渉の最新の状況は、毎週発行される MITI Bulletin55から入手するこ

とができる。この Bulletin は、また、貿易額及び輸出額の概況や、主要 FTA に基づ
いて発給された原産地証明書の発行件数などのデータを提供している。 

通商産業省は、また、FTA に対する認識を高めるため、セミナーやワークショッ
プを開催している。これらのセミナーは、マレーシア貿易開発公社やマレーシア産

業開発局（Malaysia Industrial Development Authority（MIDA））との共催による場合
もある。2010 年、通商産業省、貿易開発公社、産業開発局は、合計で 50 件のセミ
ナーを開催したが、そのうちの 2 件が、FTA の最新情報と恩恵、ASEAN-オースト
ラリア‐ニュージーランド自由貿易協定や ASEANインド FTAなどの FTAの最新情
報に関するものであった。 

また、通商産業省は、2009 年に発効した、電子特恵原産地証明書（EPoS）システ
ム56についてワークショップを実施している。さらに、毎月定期的に開催される輸

出者向けの説明会や相談会において、FTA の利用の実務などについて説明している。 

                                                 
53 2011年のセミナーのスケジュールは以下に掲載されている。 
http://www.matrade.gov.my/cms/content.jsp?id=com.tms.cms.section.Section_70c6ffac-7f000010-1c5e1c5e-
b482a110 
54 http://www.miti.gov.my/cms/content.jsp?id=com.tms.cms.section.Section_8ab55693-7f000010-72f772f7-
46d4f042&rootid=com.tms.cms.section.Section_8ab48a0a-7f000010-72f772f7-4dc62890を参照。 
55 http://www.miti.gov.my/cms_matrix/MITI%20Weekly%20Bulletin%20Volume%20122%20-
%2022%20December%202010.pdfを参照。 

56 http://www.mytradelink.gov.my/web/guest/39 を参照。このサイトは英語で記載されており、取引業者がこのシ
ステムを活用するための段階的プロセスが説明されている。 

http://www.matrade.gov.my/cms/content.jsp?id=com.tms.cms.section.Section_70c6ffac-7f000010-1c5e1c5e-b482a110
http://www.matrade.gov.my/cms/content.jsp?id=com.tms.cms.section.Section_70c6ffac-7f000010-1c5e1c5e-b482a110
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3. その他の団体 

マレーシア製造業者連盟（FMM）などの民間団体57 も、中小企業による FTAの利
用を推進するため、FTA の最近の動向やビジネス機会、マレーシア企業に対する
FTA の影響についての最新情報、FTA を利用する際の原産地規則及び証明書取得手
続について、不定期ではあるが、有料で FTA ワークショップを開催している58。

FMMのワークショップは、通常、1日のコースで、会員の参加費は 250マレーシア
リンギット、非会員の参加費は 350 マレーシアリンギットである。マレーシア製造
業者連盟は、経営管理者、輸出管理者、民間企業役員などをワークショップの出席

者として想定している。当該 FTA セミナーの概要を示した例を添付したので参照い
ただきたい。 

 

E. シンガポール 

1. シンガポール国際企業庁 

シンガポールでは、シンガポール国際企業庁（IE シンガポール）が自由貿易協定
の推進の役割を担っている。 

IE シンガポールは、その FTA に関するホームページであるシンガポール FTA ネ
ットワーク59を通じて、国内輸出業者の FTA 活用を推進している。シンガポール
FTAネットワークのウェブサイトでは、シンガポール及びシンガポールが FTAを締
結した相手国におけるビジネス関係法令、税制等に関する最新情報が提供されてい

る。また、4 つの簡単なステップでの関税額計算や、FTA に関する企業の質問に回
答するインターネットアドバイス（I-Advisory）ポータル60も用意されている。さら

に、一対一の企業向けコンサルテーションを提供する FTA アドバイザー（有料）を
紹介している。FTA アドバイザーは、FTA の利益に関する情報を企業に提供し、
FTAを利用した輸出に関わる問題の解決をサポートする。 

また、IE シンガポールは、FTA セミナー及び貿易投資セミナー61を開催している。

たとえば、「IE Awareness セミナー: Grow Your Overseas Business with IE Singapore
（IE シンガポールと共に貴社の海外事業を育てる）」は、2009 年 10 月 1 日に開催
                                                 
57  Third World Networkもオンラインツールを利用して FTAに対する一般的認識を高めようとしている。しかし、
その情報は完全なものではなく更新もされていないため、協定のマイナスの側面を示している場合もある。

http://www.ftamalaysia.org/about.phpを参照。 

58  http://www.fmm.org.my/p_ev_it.asp?EventID=879&ThemeID=154&From=ThemeEvents&PC=1を参照。 

59  http://www.fta.gov.sg/ 参照。 
60 
http://www.iadvisory.gov.sg/iadvisory/publisher/CaseStudyCompleteList.do?action=viewCaseStudyCompleteListing 
参照。 

61  http://www.abecha.com/EVENTSWITHABECHA.htm を参照。 
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された。2011 年には、財界訪問団を組織して、インド、マレーシア、中東、台湾及
びケニヤ貿易エキスポ62を訪問する予定である。これにより、シンガポールに拠点

を置く企業がこれらの国への投資及び貿易の実務に対する理解を深めることを期待

している。また、輸出者開発プログラム（Exporter Development Program、EDP）を
後援して、中小企業に、業界の慣行や FTA に対する理解を深めて海外事業を拡大す
る能力を与え、輸出能力を強化することを支援している。 

さらに、IEシンガポールは、シンガポール経済連盟及び FTA締約相手国の商業会
議所と共同で FTA利用促進セミナーを開催している。たとえば、2010年 4月 22日、
欧州商業会議所と IEシンガポールは、EUSingapore FTA - A Business Primerを開催し
た。このセミナーは、企業から政府に対して、その後の FTA 交渉の基礎となる情報、
要求を提供する機会となった。また、シンガポール中国商工会議所と IEシンガポー
ルは、2009年 3月 20日、中国シンガポール自由貿易協定- どう利用すべきか?63と題

するセミナーを開催した。このセミナーでは、中国―シンガポール FTA がもたらす
利益と、企業が海外事業を拡大するにあたり同 FTA をいかに活用することができる
かについて説明がなされた。 

2. シンガポール経済連盟 

シンガポール経済連盟（Singapore Business Federation 64）は、シンガポール企業に

貿易、投資及び産業関係に関するサポートと知識を提供している。その活動の一環

として、FTA推進セミナー、投資及び貿易訪問及び FTA認証プログラムをおこなっ
ている。さらに、IE シンガポール及び、欧州連合、中国、インドの商業会議所など
と共同して上述した FTA利用促進セミナーを開催している。 

a) FTA 認証プログラム 

IEシンガポール及びシンガポール経済連盟は、また、FPコンサルタント（シンガ
ポールに本拠を置く民間コンサルティング会社）を通じ、シンガポール FTA 認証プ
ログラムを設けた。FP コンサルタンツは、オーストラリア、中国、香港、インド、
マレーシア、タイ及びアラブ首長国連邦などにおいて、さまざまテーマの社内研修

やワークショップを企画、開催している65。この FTA 認証プログラムは 2 日間のセ
ミナーであり、対話型ワークショップの形式による FTA の概略説明に、講義と実践
的なグループプロジェクト及び討議を組み合わせて行っている。その内容は、シン

ガポールの FTA の概要、物品貿易の章、非関税措置、貿易救済措置、貿易の技術的
障害、原産地規則の原則と基準、製造報告書の更新とコスト明細書の分析、特恵原

                                                 
62 http://iesingapore.eventshub.sg/ を参照。 

63 詳しくは、Singapore China Chamber of Commerce のウェブサイトを参照。 
http://english.sccci.org.sg/index.cfm?GPID=972&Print=1  
64 シンガポール経済連盟ウェブサイト参照。 http://www.sbf.org.sg/  

65 FP コンサルタンツのウェブサイトを参照。 http://www.fp-consultants.com/ 
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産地証明書の適用、相互認証協定及び関税手続などを網羅している66。これは 1 年
に 1回乃至 2回行われ、午前 9時から午後 5時まで行われる。参加費は一人あたり
880 シンガポールドル（7%の物品サービス税が加算される）（約 6 万円）である。
2011年 3月 30－31日におこなわれたセミナーの出席登録フォームを添付したので、
参照されたい。このプログラムは次の 12セクションに分けられている。 

１． 概要： FTAの重要性、世界における FTAの動向、シンガポールの FTA
ネットワーク、FTAの受益者、FTAの枠組み。 

２． 物品貿易： 最恵国待遇と特恵関税の相違、国内税および輸入税、WTO
協定、FTAの物品貿易の章、非関税措置、貿易救済措置、貿易の技術的障
害、物品貿易に関するケーススタディ。 

３． 原産地規則： 原産地規則の原則、原産地基準、HS関税分類、通関手続、
原産地規則のケーススタディ。 

４． コスト明細書： 製造コスト明細書の申請、提出および更新。特恵原産地

証明書の申請。 

５． サービス貿易： サービスモードの定義、セクター別及び包括的除外規定、

市場アクセス及びMFN原則、内国民待遇の原則、サービス協定における
ネガティブ及びポジティブリスト、FTAのサービスの章から利益を得る方
法。 

６． 投資： 投資物件及び資産、資金及び資本の移転、パフォーマンス要求、

政府の収用に対する保護、紛争解決ルール、投資のネガティブ及びポジテ

ィブリスト。 

７． 物品に関する相互認証協定： 様々なＦＴＡの相互認証協定の対象産品、

コミットメント及び紛争解決手続の実施。 

８． サービスに関する相互認証協定： サービスに関する相互認証協定の認定

手続、紛争解決及び実施のコミットメント。 

９． 自然人の移動： 国籍による制限、企業社員及び投資家の移動、シンガポ

ール FTAに基づく滞在期間の比較。 

                                                 
66  http://www.fp-consultants.com/public_programme.html 、また、 
http://www.fp-consultants.com/Brochure/fta%20certification-v2.pdf を参照。 
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１０．知的財産権： 知的財産に関する章、国際的知的財産保護条約、知的財産

のケーススタディ。 

１１．政府調達： シンガポールの FTAに基づく政府調達。 

１２．FTAグループプロジェクト： グループ毎に、グループワークをおこない、
コース終了時に最終的なグループプレゼンテーションを行う。 

b) その他のセミナー等 

シンガポール経済連盟は、また、FTA や輸出に関連するワークショップ及び会議
を開催している。例えば、2010年 11月 11日には、「Walking the Talk - アジア太平
洋自由貿易圏への道を開く太平洋を横断するパートナーシップのセミナー」67を開

催した。このセミナーでは、太平洋戦略的経済連携協定（TPP）がもたらす利益の
概略を説明した。また、2011年 1月 24－25日には、「信用状 - 輸入者及び輸出者の
理解を深めるセミナー」を開催している。 

 

F. 米国 

1. USTR・商務省 

米通商代表部（USTR）のウェブサイトには、発効済み及び交渉済みの FTA68の全

条文が掲載されている。さらに、は現在交渉中の FTA に関する情報も掲載されてい
る。 

商務省の産業通商管理局（ITA）69の商業サービス課（USCS）70 は、そのサービ
スのひとつとして、既存の貿易協定の活用方法についての情報を含め、米国企業の

輸出を促進するための情報を、米政府の輸出ポータルである export.gov71 から提供し
ている。米国の大企業は、通常、FTA の十分な活用をはかるために法律顧問を雇う
ことができることから、USCS の貿易に関する相談は主に、輸出全般又は FTA の活
用に関して比較的不案内である米国の中小企業が対象となっている。 

                                                 
67 詳細については以下を参照。 
http://www.sbf.org.sg/download/docs/home/BIZ_ORGANISATIONS_PROMOTE_TPP.doc  
68 http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements 
69 http://trade.gov/index.asp 
70 http://trade.gov/cs/ 
71 http://www.export.gov/index.asp 
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Export.gov は、ITAが、エネルギー省、農務省、国務省、財務省、輸出入銀行、米
中小企業庁、海外民間投資公社及び USTR と連携して運営しているサイトである。
Export.gov は、米国が締結した FTA 協定の大部分の難しい規定を米国の輸出者に対
し、平易な言葉で説明している72。また、FTA に関する用語や定義、FTA の活用に
よって競争力を得る方法、協定に基づく特恵関税待遇を利用するために必要な文書

作成のルール及び手続について 1時間のウェブビデオ73を用意している。 

米国の輸出者は export.gov. 経由で FTA関連のセミナー及びオンラインのウェブナ
ーに参加することができる。これらのセミナー及びウェブナーは中小企業を対象と

しており、FTAの目的に関する基本的知識、各 FTA共通の規定、書類作成（原産地
証明書）及びコンプライアンスを提供する。「FTAを活用するには（Cashing in with 
FTAs）」と題したウェブナーの議事録及びパワーポイント・プレゼンテーションを
資料として添付したので参照していただきたい。 

2. 民間団体の提供する FTA研修 

International Business Training （IBT）74、Unz & Co.75、Sandler, Travis & Rosenberg, 
PA などの法律事務所、コンサルティング会社は、FTA の活用に関する有料の研修
セミナーを提供している。これらは、通常、一日のセミナーで、製品の関税分類、

品目別原産地基準、原産地証明書規則、原産地証明書規則、原産地基準のコンプラ

イアンスなどのテーマを取り扱っている。米国は、北米自由貿易協定（NAFTA）を、
その後締結したいくつかの FTA の雛型として利用しているため、かかるセミナーは、
通常、同協定の条文に沿ったものとなっている。そのため、NAFTA 以外の FTA の
についての知識を求める輸出者は、料金の高い、そのテーマに特化した研修を受講

せざるを得ない。 

事業者団体やシンクタンクは、交渉終了時または交渉中の FTA について、セミナ
ーを開催し、メンバーに資料を配布している。しかし、これらの資料及びセミナー

は通常、FTA の効果的な活用法を知らせることを目的としていない。むしろ、自由
貿易の理念を支持する者が突っ込んだ議論をおこなう場であり、また、自由貿易懐

疑論者にその長所を認めさせることを目的としている。たとえば、全米家電協会

（Consumer Electronics Association76）は、そのウェブサイトにおいて自由貿易を支持

する内容のブログ、ポジションペーパー及びファクトシートを定期的に更新してい

る。自由貿易を支持するケイトー研究所（CATO Institute77）も自由貿易を支持する

旨のポジションペーパーを定期的に発表している。しかしながら、全米家電協会、

ケイトー研究所のいずれも、輸出者による既存の FTA 活用の助けとなるような資料

                                                 
72 http://www.export.gov/faq/eg_main_017503.asp 
73 http://www.export.gov/webinars/eg_main_023649.asp 
74 http://www.i-b-t.net/sem_nafta_rules.asp 
75 http://www.unzco.com/training/naftafta.htm#agenda 
76 http://www.ce.org/AboutCEA/CEAInitiatives/3603.asp 
77 http://www.cato.org/trade-immigration 
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を発行したり、セミナー/オンラインセミナーを開催しているとは見受けられない。
米国商業会議所78の FTA 関連資料及びセミナーも、貿易の利益について、自由貿易
懐疑論者を教育することを目的としており、輸出者による FTA 活用を支援するもの
とはなっていない点では、事業者団体やシンクタンクと同様である。 

                                                 
78 http://www.uschamber.com/trade 
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添付資料 

 

第 II章関係 

1. 調査票 

2010年＿＿月＿＿日 

 

お尋ねいたしたい事項 

 

現在の状況 

・ どの経済連携協定に基づく特恵関税を利用していらっしゃいますか。 

 当該特恵関税で輸出している製品（できれば関税番号）。 

 経済連携協定が締結されているにも拘わらず、その特恵関税を利用し
ない輸出がある場合、その製品、相手国、その理由または判断基準。 

・ 適用されている原産地基準。 

・ 経済連携協定に基づく税率の利用により、貴社（日本側）として得た

直接的、及び間接的利益をお聞かせください。 

・ 経済連携協定に基づく税率を適用されていらっしゃる輸出の相手先は、

企業グループ内、または非関連の取引先でしょうか。 

・ 経済連携協定に基づく税率により軽減された関税額負担は、いずれの

当事者の利益とされたでしょうか。 

 

経済連携協定利用のための体制 

・ 経済連携協定に基づく原産地を継続的に確認するための体制をお教え

下さい。 

 事前判定申請から完了までの実務フローの概要。 

 関係部署。 

 連絡体制。 
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 設備投資（コンピュータ・システムの整備など） 

 定期的確認の時期、作成される資料。 

 裏付け資料の保存（場所、年限） 

 設計・製造変更、供給者の変更、輸出価格の変更、為替レートの変動
など、原産地基準の充足に影響を与える事象の把握方法と対策。 

 その他、特段の留意をされた事項。 

・ 上述の事項に関係している人員、時間、期間。 

・ 原産地証明に対応するためのマニュアル等を作成されている場合、拝

見致したく。 

・ 貴社が投資先、調達先、販売先を決定するにあたり、経済連携協定の

利用をどの程度考慮されていらっしゃいますか。 

 

経済連携協定を利用することになった端緒 

・ 経済連携協定を利用することとなった経緯について、 

 経済連携協定を利用することとなったきっかけ。 

 中心となった部署。 

 手配された事項。（社内、材料供給者、その他） 

・ 経済連携協定に基づく税率を利用されるに当たり、ご苦労された点を

お聞かせ下さい。 

 原産地基準の充足の確認。 

 社内・社外調整。 

 原産地証明書受領までの手続。 

 

材料供給者との関係（国内取引） 

・ 国内で調達された原材料の原産地をどのように把握されていますか。 

 貴社の担当部署。 

 供給者への経済連携協定に基づく原産地基準の説明。 
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 材料供給者へ要請された事項。 

・ 国内の材料供給者から、材料の原産地を確認するために受領されてい

る書類を拝見できますか。できれば、サンプルのコピーをいただけま

すか。 

 

今後の経済連携協定の利用 

・ どのような状況であれば、経済連携協定に基づく税率利用をさらに拡

大できると考えられますか。 

 最低限の軽減関税額または税率。 

 原産地基準の緩和（具体的にあれば）。 

・ 実務上、問題またはネックとなっている点があれば、お聞かせ下さい。 

 経済連携協定の規定。 

 原産地規則、原産地基準。 

 その他。 
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2. 調査結果 

a) 化学メーカーA社 

(1) ＦＴＡ利用状況 

(a) ＦＴＡ利用促進の実態 

(i) 基本姿勢 

・ 取引量が頭打ちとなっている現状では、全社的な関税削減効果、即ち物流

費削減として、使える制度はそれを使うこととしている。 

 削減金額・率が FTA利用のベンチマークとはなっていない。 

(ii) 利用開始の端緒 

・ 管理部門が、FTA利用についての窓口となっている。 

・ 当初、利用開始： 

 管理部門が、その輸出品目、輸出数量を検討して、FTA を使える品目
を、担当事業部へ連絡。 

 その後、関係事業部向けに、FTA 利用説明会等を開催して、原産地規
則、原産地証明書規則、関税削減率などを説明し、資料を配付。 

(iii) 現状 

・ FTA 利用について管理部門が情報を収集し、イントラネットで社内広報に
努めている。 

・ また、各事業部門においても利用可能性を調査して、FTA 利用に繋げてい
る。 

 

(b) 利用している FTA・原産地基準 

(i) 利用している FTA 

・ 事業部Ａ： 2008年秋頃から、日本からタイ（工場）輸出に JTEPAを、日
本からインドネシア（工場）輸出に JIEPA を、それら工場から日本への輸
出に、JTEPA、JIEPAを利用している。 

 日本からの出荷製品は購入製品であるため、製品メーカーに原産地判
定をお取りいただいている。 
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 しかし、原産地規則はかわらないなとの理由から、対応いただけない
メーカーも存在する。 

・ 事業部Ｂ： 2009年 2月より、日本からの輸出に JMEPAを利用。 

(ii) 利用している原産地基準 

・ 事業部Ｂは、関税分類変更基準に拠っている。 

・ 事業部Ａは、材料供給メーカーに原産地判定をお願いしているため、原産

地基準の選択に直接は関与していない。 

(iii) 原産地基準の確認 

・ 事業部Ｂ： 

 工場に、投入材料を特定していただき、関税分類変更がなされない材
料を特定した。 

 関税分類変更基準は、その原産国を調査すべき範囲が限定されるため、
使いやすい。付加価値基準は分かりにくい。 

 当初は、1－2 ヶ月かけて、原産地の確認を要する供給メーカーに調査
を依頼し、その原料情報の提供を受けた。 

 

(c) 相手方、ＦＴＡ税率による恩恵、その帰属 

・ 輸入者は、全て関係会社（工場）である。 

 よって、輸出者側としてＦＴＡ利用による恩恵の直接的帰属は問題と
しない。 

 

(2) 材料供給メーカーとの関係 

・ 事業部Ａ 

 購入製品であるため、製品メーカーに原産地判定をお取りいただいて
いる。 

 問題点： 製品メーカーによっては、他の供給先からは要求されてい
ないなどとされ、原産地判定をお取りいただけていない。 

・ 事業部Ｂ： 

 当初は、1－2 ヶ月かけて、原産地の確認を要する供給メーカーに調査
を依頼し、その原料情報の提供を受けた。 
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 問題点： 供給メーカー自身の内部情報の提供には、強い抵抗を受け
た。 

 

(3) ＦＴＡ利用の阻害要因 

・ ＭＦＮ税率がＦＴＡ税率よりも低い品目がある。また、いまだに削減率が

僅かな品目がある。 

 このため、全社一律、また製品群一律に導入することができない。個
別にＭＦＮ税率、ＦＴＡ税率を確認する必要がある。 

・ 商工会議所の証明書発給手続が煩雑である。 

 同一製品の同一輸出先に対する出荷であっても、全ての事項を再度記
載しなければならない。手間である。 

 誰かが原産地証明書を取りに行かなければならない。 

 原産地証明書を取りに行く手間がかかる。事務作業の負担となる。 

 また、仲介業者に委託する場合、委託料が発生する。 

 発給申請後に船便等の変更があったため、当該申請は不要となった場
合でも、その取消手続前に原産地証明書発給承認が下りてしまうと、

発行手数料を取られる。 

 不要となった未受領の原産地証明書については、発行手数料を徴収
しないようにできないか。 

 発行手数料は都度支払わなければならない。 

 原産地証明書の受領を仲介業者に委託する場合には、振込より手数
料を支払うこととなるが、都度支払のため、手間であると同時に、

振込手数料が発生している。 

・ 供給メーカーの協力が得られない。 

 供給メーカー、特に輸出をおこなっていないメーカーには FTA につい
てなじみがなく、係わりたくないとの抵抗感がある。 

 輸出者として、FTA 原産地を特定する方法について、供給メーカーを
教育する必要がある。 
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(4) 積極利用として示唆するところ 

(a) 輸出メーカーとして 

・ このメーカーでも、まずは管理部門が FTA について理解し、有用性を把握
し、社内展開している。 

・ それにより成功事例を作り上げる、これを、社内に紹介し、利用浸透を図

る。 

・ 他部門から、管理部門へ、FTA 利用可能性について問い合わせがあり、こ
れを機に、利用可能性を探る。 

・ 管理部門は、FTA 利用情報を収集し、イントラネットを通じて、社内へ情
報提供する。 

 

(b) 制度的問題点 

・ 原産地証明書の取得に事務作業工数を要する。もっと簡略化できるはずだ

（入力方法の簡略化、発行手数料の支払い方法、原産地証明書の受け渡し

方法など）との思いは強い。 

・ 不要となった原産地証明書に手数料を支払うことに納得していない。 

・ 認定輸出者制度が導入された場合、是非、利用したいとしている。 

 

(c) 材料メーカー 

・ さらなる利用促進には、FTA利用の啓蒙、教育が必要である。 

 

b) 繊維部品メーカーB社 

(1) ＦＴＡ利用状況 

(a) ＦＴＡ利用促進の実態 

(i) 基本姿勢 

・ 輸入者からの依頼に基づき、原産地証明書を取得している。Ｂ社から積極

的に輸入者へアプローチすることはおこなっていない。 

(ii) 利用開始の端緒 

・ 2年ほど前から、利用を開始した。 
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・ 当初、輸入者より、「JTEPA Form」を取得して欲しいとの依頼が突然あり、
全く何のことか分からず、対応に苦慮した。その後、経産省のウェブサイ

トにマニュアルを発見して、ようやく、概要を把握した。 

・ その後、商工会議所のアドバイスを受けて、企業登録、原産品判定を受け

ていた。 

・ また、商工会議所のアドバイスにより、利用する原産地基準を、付加価値

基準から、関税分類変更基準に変更した。 

(iii) 現状 

・ 現在に於いても、輸入者からの依頼に基づいている。Ｂ社から積極的に利

用する予定はない。 

 

(b) 利用しているＦＴＡ・原産地基準 

(i) 利用しているＦＴＡ 

・ 日タイ EPA、日インドネシア EPA、またベトナム向けに AJCEPを利用して
いる。 

・ その他については、輸入者からの依頼がないため、利用していない。 

(ii) 利用している原産地基準 

・ 関税分類変更基準を利用している。 

 同社の製造工程から、殆どの材料は HS 2桁レベルでの関税番号変更が
生じている。 

 一部の部品について、HS4 桁での関税番号変更が生じないものがある
が、その材料メーカーでは HS 2桁レベルでの関税分類変更が生じてい
ることを確認している。 

(iii) 原産地基準の確認 

・ 同社の製品品番は、製品の仕様に基づいている。したがって、材料が変更

になった場合には品番が変更となる。この場合には、当該品番について関

税分類変更の有無を確認することとなる。 

・ 材料の特定には、品質保証部の協力を得た。 
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(c) 相手方、ＦＴＡ税率による恩恵、その帰属 

・ 何らの恩恵もない。 

 輸入者は非関連である。 

 価格引き上げもできていない。 

 輸出量の増加があったものでもない。 

 

(2) 材料供給メーカーとの関係 

・ 関税分類変更がなされない材料はないため、材料供給メーカーからの情報

は不要である。 

 

(3) ＦＴＡ利用の阻害要因 

・ 利用方法が分かりにくい。 

 FTA とは何か、どうやって使うのか、とった説明会がないため、利用
方法が分かりにくい。営業部門向けの易しい説明会が欲しい。 

 商工会議所の新 EPA の説明会でも、既に利用方法を熟知した企業向け
のように思われ、質問等が行いにくい。 

・ 原産地証明書の発行手数料は、当該原産地証明書を受領する以前に不要と

なったときでも徴収される。 

 申請後に出荷量、船積み等の変更があった場合には、再取得となり、
発行手数料が不要分を含めると 2倍となる。 

 

(4) 積極利用として示唆するところ 

(a) 輸出メーカーとして 

・ FTA の恩恵を全く受けていない。単に、事務作業工数が増加したに過ぎな
い。 

・ 相手国の輸入者が得ている恩恵について： 

 関税削減額を輸出価格の上昇として反映させる方法がない。 

 また、相手国での関税削減額の把握も容易ではない。 
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 他方、競争上、製品値上げを求めることは難しい。 

 これらから、輸出者側が同時に輸入者でもないと、EPA による利益享
受ができない。 

 

(b) 制度的問題点 

・ 申請後に出荷量、船積み等の変更があった場合の原産地証明書の発行手数

料 

 再取得となり、不要となった原産地証明書と新たな原産地証明書の手
数料の双方が徴収される。これは徴収されてよいのか。負担軽減を図

るべきではないか。 

・ 「FTA の使い方」といった、営業担当者レベルの視線でのセミナーが必要
である。 

 

(c) 材料メーカー 

・ 同社では、特になし。 

 

c) 事務機メーカーC社 

(1) ＦＴＡ利用状況 

(a) ＦＴＡ利用促進の実態 

(i) 基本姿勢 

・ 輸入者からの依頼に基づき、原産地証明書を取得している。 

・ 輸出者としては何ら直接的な利益を得られないが、輸入者の恩典を考慮し、

今後も継続利用し、更に、現在利用している国以外の輸入者よりＦＴＡ利

用要求があれば実施する。 

(ii) 利用開始の端緒 

・ 輸入者からの依頼である。 

(iii) 現状 

・ 輸入者からの依頼がない限り、利用しない。 
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(b) 利用しているＦＴＡ・原産地基準 

(i) 利用しているＦＴＡ 

・ タイ（JTEPA）、チリ（JCEPA）を利用している。 

(ii) 利用している原産地基準 

・ 関税番号変更基準を利用している。タイ（JTEPA）CTH（4 桁）基準、チリ
（JCEPA）は CTC（2桁）基準である。 

(iii) 原産地基準の確認 

・ 同社は部品組立をおこなっている。全ての部品について、類（HS2 桁）で
の関税番号変更が生じている。 

・ また、この組立工程、使用部品が変更になることは考えられない。したが

って、継続的な確認作業は不要である。 

 

(c) 相手方、ＦＴＡ税率による恩恵、その帰属 

・ 輸入者は非関連者である。 

・ 輸出者である同社には、何らの恩典もない。輸出量の増加も、輸出価格の

値上げ効果も感じられていない。 

 

(2) 材料供給メーカーとの関係 

・ 全ての部品について、類（HS2 桁）での関税番号変更が生じているため、
確認を要しない。 

・ 当初、付加価値基準を採用しようとしたが、社内付加価値では 40%に到達
せず、また、材料メーカーからの協力も僅かしか得られなかった。 

 

(3) ＦＴＡ利用の阻害要因 

・ 輸出者としては、何ら利益はない。事務工数、証明書手数料の負担が増え

るだけである。同業他社からは、かかる状況であるのに、よく利用してい

るものである、と言われている。 

・ 部品の関税番号を確認することに相当に手間取った。結局、輸入国側の税

関に、輸入者を通じて、それらの関税番号を確認した。 
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・ 付加価値基準の利用検討において、材料メーカーからの協力も僅かしか得

られなかった。 

・ なお、同社は次の事項について改善が必要であるとしている。 

 現行の輸出統計品目表の分類の細分化。例えば、当社製品本体の構成
部品に対するＨＳコードに該当する分類がない。その為、構成部品

個々の特定が困難である。例えば製品本体に対する「部分品及び付属

品」の項目があれば特定が容易である。 

 原材料の特定に関して、原材料供給者より日本製との証明書を入手す
る事の困難性、更に、構成部品供給者（国内調達の材料を基に加工し

て当社関連会社に納品）からの入手の困難性がある。よって、国内調

達の原材料を使用して加工した物品の全てが「日本製」と規定するな

ど、対応を簡便とする方策を検討すべきである。 

 

(4) 積極利用として示唆するところ 

(a) 輸出メーカーとして 

・ 相手方にどのくらいの関税削減率が生じているのかについて特定すること

は容易ではない。 

・ 他方、その調査ができたとしても、値上げ要求ができたかは不明である。 

・ 日タイ EPA は年毎のステージング表が用意されているため、確認は容易で
ある。例えば、タイの MFN税率は 20%であるのに対して、JTEPAでは次の
関税率が適用されている。例えば 1出荷約 100万円とすると、2011年 4月
以降では 16.6 万円の関税削減効果があった。しかし、メーカー側に、その
恩典はない。 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

16.67% 13.33% 10% 6.67% 3.33% Free 

 
・ 即ち、輸入者とならなければ、直接的には関税削減による利益享受はでき

ない。 

 

(b) 制度的問題点 

・ FTA とは何か、どのように利用できるのか、について業界に全く浸透して
いない。 

・ 他方、FTA を利用していない者は、興味がなければ、進んで知ろうとはし
ない。 
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(c) 材料メーカー 

・ 同社はその組立工程により CTH、CTC が生じていたため、材料メーカーへ
の確認作業を必要としなかったが、これが利用できない場合、EPA は利用
できていない。 

 

d) 化学品メーカーD社 

(1) ＦＴＡ利用状況 

(a) ＦＴＡ利用促進の実態 

(i) 基本姿勢 

・ 輸出の相手方からの要請に応じて、原産地証明書を取得する。 

・ 相手方も関係会社であるため、その要請には協力する。 

(ii) 利用開始の端緒 

・ 輸出の相手方からの要請。 

(iii) 現状 

・ 輸出の相手方からの要請に応ずるという姿勢に変化はない。 

 

(b) 利用しているＦＴＡ・原産地基準 

(i) 利用しているＦＴＡ 

・ ベトナム向けに 10乃至 20品目について AJCEPを、インドネシア向けに 40
品目について JIEPAを、メキシコ向けに 20品目について日墨 EPAを利用し
ている。 

・ 利用頻度は、週 1回程度。 

・ タイの関税分類が他国における分類と異なっているが、この点がクリアで

きれば、MFN5%が無税となるので使用したい。今後、商工会議所と相談し
たい。 

・ シンガポール、マレーシア、フィリピンへも輸出しているが、輸入者から

特段の要請がない。 

 （なお、シンガポール、マレーシアとも、MFN無税であった。） 
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 フィリピンは、MFN3%または 5%（MFN 率を引き上げている）と思わ
れるが、AJCEP、JPEPA共に、ベースレートは 3%で、2010年に２％、
2011年 4月より１％となる。今後の利用が期待される。 

(ii) 利用している原産地基準 

・ 付加価値基準によっている。その理由は次の通り。 

 輸出製品は、同一の関税番号（項）に属する原材料を用いているため、
関税番号変更基準（4桁）を満たすことができない。 

 多くの製品で、社内付加価値が 40%を上回っていた。このため、付加
価値基準が容易である。 

 なお、社内付加価値が 40%に達していない製品については、EPA を利
用していない。 

(iii) 原産地基準の確認 

・ 開始当初は、工場事務グループの協力をいただいた。 

・ 現在は、年 1度、社内 SAPシステムにより、社内付加価値を確認する。 

 原材料費、輸出価格とも、年 1度（1月）の改訂であるところから、そ
の改訂後に、利用する品目について優先的に確認作業を行っている。 

 社内 SAP システムより、工場の原価情報が取得できるため、作業とし
ては極めて容易に確認することができる。但し、全品目をチェックす

るには 1週間程度を要する。 

 他の部署との連携は必要としない。 

 

(c) 相手方、ＦＴＡ税率による恩恵、その帰属 

・ 輸出者である同社自体には、何らの恩恵もない。 

 

(2) 材料供給メーカーとの関係 

・ 社内付加価値のみで原産地基準を満たしているか否かを判断しているため、

材料供給メーカーからの情報を必要としていない。 
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(3) ＦＴＡ利用の阻害要因 

・ 原産地証明書の郵送手数料が高い。そのため、毎回、商工会議所まで受領

にいっている。 

 

(4) 積極利用として示唆するところ 

(a) 輸出メーカーとして 

・ 何らの利益も得られないが、グループ企業への協力として行っている。 

 

(b) 制度的問題点 

・ 既存及び新規の EPA 全てについて、原産地基準、その他の規則の相違点が
一目で分かるようにして欲しい。 

 説明会では、新たな EPAについての説明会があるが、他の既 EPAと、
規則において違いがあるのか、よく分からなかった。かかる資料はネ

ットからも入手できない。 

 

(c) 材料メーカー 

・ 同社では、関係していない。 

・ しかし、翻せば、材料供給メーカーからの情報取得は簡単ではないことを

示唆している。これが容易になれば、同社の EPA利用は更に拡大する。 

 

e) 動力機械メーカーE社 

 
動力機械メーカーE社は、現在、EPAの利用を検討しているところであったが、そ
の検討において、次の点に困難があると指摘して、EPA協定においてステージング
表を分かりやすいもので合意すべきであり、特に、各年適用される関税率を実数で

記載すべきである、と指摘している。 
 

・ 日本関係については、十分な情報がある。 

・ しかし、ステージング表が分かりにくい。即座に分かるものが欲しい。例

えば、10 年後の様子を確認する場合に、協定上に削減年数のみが記載され
ているものは使いにくい。 

・ また、適切なWEB Link が提供されるとありがたい。 
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・ さらに、日本以外の FTAの情報を容易に入手できる方法を知りたい。 

・ 原産地規則の読み方（英語を含む）が難しい。 

 

f) 電子機器メーカーF社 

(1) ＦＴＡ利用状況 

(a) ＦＴＡ利用促進の実態 

(i) 基本姿勢 

・ 現地販社が FTA 利用を要望した場合に、日本本社が製造会社とのコーディ
ネーションを支援する。 

(ii) 利用開始の端緒 

・ FTA 開始に伴い、それまで有効であった一般特恵関税（GSP）の代替とし
て試験的に導入する形で始まった。 

(iii) 現状 

・ 現在では、本社側が節税効果と導入スキームを確認の上、製造会社と販売

会社に FTA利用可能性についてアドバイスを行っている。 

 

(b) 利用しているＦＴＡ・原産地基準 

(i) 利用しているＦＴＡ 

・ 中国及び ASEANに生産拠点を有する。 

・ ASEAN・A国から 

 ACFTAを利用して中国へ輸出。 

 ASEAN 域内に AFTA を利用。なお、韓国向けは MFN 無税となったた
め、利用していない。 

・ 中国から： 

 ACFTAを利用して ASEAN諸国へ輸出。 

・ いずれも、サードパーティ・インボイスを行っている。 
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(ii) 利用している原産地基準 

・ 付加価値基準を基本としている。 

(iii) 原産地基準の確認 

・ 現地工場の責任である。 

 

(c) 相手方、ＦＴＡ税率による恩恵、その帰属 

・ 9割以上が関係会社間取引である。グループ全体としての恩恵がある。 

 

(2) 材料供給メーカーとの関係 

・ 現地工場の責任である。 

 

(3) ＦＴＡ利用の阻害要因 

・ FTA毎に原産地証明書のフォームが異なるため、管理が複雑化している。 

・ ACFTAにおいてサードパーティ・インボイスの利用に障害があった。 

・ 各国税関の要求事項や対応が必ずしも統一的でない。 

 

(4) 積極利用として示唆するところ 

(a) 輸出メーカーとして 

・ 海外生産拠点を展開しているメーカーでは、本社が取引量をチェックして

当事者に FTA利用を促す、という手法が有効である。 

・ また、本社側で、FTAについての情報収集が重要となる。 

 

(b) 制度的問題点 

・ FTA 毎に原産地証明書のフォームが異なるため、仕向地によって累積でき
ないこととなる。フォームの統一が望まれる。 
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(c) 材料メーカー 

・ 特になし。 

 

g) 電子機器メーカーG社 

(1) ＦＴＡ利用状況 

(a) ＦＴＡ利用促進の実態 

(i) 基本姿勢 

・ 利用できる FTAは積極的に利用する。 

・ 情報の日常的な入手・分析により将来の生産拠点戦略への活用につなげる。 

(ii) 利用開始の端緒 

・ FTAの利用は営業からの要望に応える形でスタートした。 

(iii) 現状 

・ 現在では、輸出管理部門が、FTA に係わる情報について収集し、社内啓蒙、
説明をおこなっている。 

・ 最近では、全生産拠点（８拠点）から、主たる輸出市場 16 ヶ国・地域への
MFN、FTA、GSP 特恵関税率表を作成し、これに説明資料を付けて、営業
へ展開している。 

・ これらの活動により、例えば、日本の子会社からタイの関係会社への輸出

について、FTA利用が開始された。 

・ 現在利用している又は利用可能性を検討した FTAは多岐に亘る。 

 

(b) 相手方、ＦＴＡ税率による恩恵、その帰属 

・ グループ企業内取引において FTAを利用している。 

 

(2) 材料供給メーカーとの関係 

・ 現地工場が対応している。 
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(3) ＦＴＡ利用の阻害要因 

・ そもそも、MFN 無税取引が多いため、FTA を利用することのできる取引は
限られている。 

・ 他方、FTA 相手国が拡大するにつれ、確認すべき国が多岐に亘ることとな
り、情報整理に時間を要することとなっている。 

・ 特に、ステージングについて、記号による記載は分かりにくい。 

・ 国別で、利用可能な FTA及びその税率の一覧表が重要である。 

 

(4) 積極利用として示唆するところ 

・ 多国間での取引がなされているため、情報整理が重要である。 

・ 関税ステージング表など、一見して関税率が分かる表が使いやすい。 

 
 

h) 食品メーカーH社 

(1) ＦＴＡ利用状況 

(a) ＦＴＡ利用促進の実態 

(i) 基本姿勢 

・ 同社の国際取引は、その殆どが日本から現地生産への物品供給である。 

利用できる国の EPAについて、主に原材料・副資材を利用している。 

(ii) 利用開始の端緒 

・ 日メキシコ EPAが締結された際、現地工場より、同 EPAを利用できないか
問い合わせがあった。 

・ これに対応して、納入先と共に日本商工会議所を訪問し、原産地判定、原

産地証明書を取得するための手順、情報について確認した上で、利用を開

始した。 

(iii) 現状 

・ 現在、現地事業所からの依頼、また新規 EPAが締結された際、その EPAが
利用可能な現地事業所に本社から情報提供している。 
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・ 日インド EPA が発効した場合には、原産地基準の充足を確認した上で、利
用したい。 

 

(b) 利用しているＦＴＡ・原産地基準 

(i) 利用しているＦＴＡ 

・ 現在、ベトナム、フィリピン、タイ、インドネシア、マレーシア、メキシ

コとの EPAを利用している。 

・ 仕向地により、月 1回から四半期に 1回程度の利用である。 

・ ベトナムについては、年により、JVEPA、AJCEP のうち有利な税率を提供
する方を利用している。 

(ii) 利用している原産地基準 

・ これまで付加価値基準を利用している。 

(iii) 原産地基準の確認 

・ 納入先は比較的安定している。また、その製造工程、原材料も安定してい

る。したがって、それらに変更がなされる事態とならない限り、原産地基

準を再確認する必要性はない。 

 

(c) 相手方、ＦＴＡ税率による恩恵、その帰属 

・ 輸出の相手先は全て子会社である。グループ外企業への輸出はない。よっ

て、現地の関税削減益は、企業全体の利益向上に貢献する。 

 

(2) 材料供給メーカーとの関係 

・ 供給先メーカーと共同して、原産地判定の取得をおこなっている。これに、

特段の問題はない。 

 

(3) ＦＴＡ利用の阻害要因 

・ 日メキシコ EPA の利用開始時と比較すると、原産地判定に要する事項は大
幅に改善されている。また、以前の申請おいて申請画面に入力したデータ

が保存され、その後の同一事項を申請する際に画面上に現れるなど、シス

テム改善がなされている。 
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・ 輸出者と生産者が異なる場合、証明資料提出同意通知書を 3 年毎に更新す
る必要がある。この更新手続を失念する可能性がある。 

 

(4) 積極利用として示唆するところ 

(a) 輸出メーカーとして 

・ 現状において、特段の問題は感じていない。 

・ しかし、認定輸出者制度が導入された場合には、その利用を検討したい。 

 

(b) 制度的問題点 

・ セミナーの定期開催 

 EPA 制度の概要を知る機会が必要である。既に、EPA 概要を説明する
資料を日本商工会議所、経済産業省などのウェブページから入手する

ことができる。 

 この概要を、専門用語ではなく、平易な言葉で説明するセミナーが定
期開催されないであろうか。これにより、既に EPA を利用している企
業の新規担当者、また、EPA を初めて利用しようとする企業に、正し
い知識を普及させ、的確な利用を促進することができるのではないか。 

・ 証明資料提出同意通知書の有効期限 

 輸出者と生産者が異なる場合、証明資料提出同意通知書を提出する必
要があるが、この同意期間の有効期限が 3 年間とされている。しかし、
有効期限が長いため、更新を失念しがちである。 

 有効期限が迫ってきた時期に、更新を促す通知をメールしていただけ
ないか。 

 

(c) 材料メーカーとの関係 

・ 特段の問題はない。 
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第 III章関係  

 

1. アセアン-オーストラリア-ニュージーランド FTAビジネスセミナー資料 

 

2. 韓国原産地情報機関・原産地規則マネジメントプログラム資料 

 

3. マレーシア製造業者連盟主催・FTAセミナー資料 

 

4. シンガポール・FTA 認証プログラムセミナー資料 

 

5. 米国商務省ウェブナー「FTAを活用するには」資料 
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